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(57)【要約】
　本発明は、細胞に対して賦活化、抗老化、細胞外マトリックス産生促進効果に優れ、長
期にわたる使用に十分に耐えうる細胞賦活化剤又は抗老化剤を提供する。具体的には、本
発明は、ポリアミンを有効成分として含む植物抽出物を含有することを特徴とする細胞賦
活化剤、抗老化剤、細胞外マトリックス産生促進剤さらにそれらを有効成分とする化粧品
・医薬部外品（皮膚外用剤、浴用剤、育毛剤等）、飲食品、医薬品に利用するための方法
を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
植物由来ポリアミン含有抽出物を有効成分とすることを特徴とする抗老化剤。
【請求項２】
植物由来ポリアミン含有抽出物を有効成分とすることを特徴とする細胞賦活化剤。
【請求項３】
　植物由来ポリアミン含有抽出物が、大豆種子、大豆胚芽、大豆胚、大豆芽、小麦種子、
小麦胚芽、小麦胚、小麦芽、豆乳及びオカラよりなる群から選ばれた少なくとも１種であ
ることを特徴とする請求項１に記載の抗老化剤。
【請求項４】
　植物抽出物に含有されるポリアミンが、第一級アミノ基を２つ以上有する脂肪族炭化水
素からなる群より選ばれた少なくとも１種以上の化合物であることを特徴とする請求項１
に記載の抗老化剤。
【請求項５】
　植物抽出物に含有されるポリアミンが、１，３－ジアミノプロパン、プトレシン、カダ
ベリン、カルジン、スペルミジン、ホモスペルミジン、アミノプロピルカダベリン、テル
ミン、スペルミン、テルモスペルミン、カナバルミン、アミノペンチルノルスペルミジン
、Ｎ，Ｎ－ビス（アミノプロピル）カダベリン、ホモスペルミン、カルドペンタミン、ホ
モカルドペンタミン、カルドヘキサミン及びホモカルドヘキサミンよりなる群から選ばれ
た少なくとも１種の化合物であることを特徴とする請求項１に記載の抗老化剤。
【請求項６】
　ポリアミンが、プトレシン、スペルミジン及びスペルミンからなる群から選ばれた少な
くとも１種の化合物であることを特徴とする請求項１に記載の抗老化剤。
【請求項７】
ポリアミンもしくは植物由来ポリアミン含有抽出物を有効成分とする細胞外マトリックス
産生促進剤。
【請求項８】
ポリアミンもしくは植物由来ポリアミン含有抽出物を有効成分とするコラーゲン産生促進
剤。
【請求項９】
ポリアミンもしくは植物由来ポリアミン含有抽出物を有効成分とするヒアルロン酸産生促
進剤。
【請求項１０】
　請求項１、３～６のいずれかに記載の抗老化剤、請求項２に記載の細胞賦活化剤、請求
項７に記載の細胞外マトリックス産生促進剤、請求項８に記載のコラーゲン産生促進剤ま
たは請求項９に記載のヒアルロン酸産生促進剤を有効成分として含有することを特徴とす
る化粧品類。
【請求項１１】
　植物由来ポリアミン含有抽出物を動物の皮膚に接触させる工程を含むことを特徴とする
皮膚の抗老化方法もしくは細胞賦活化方法。
【請求項１２】
　植物由来ポリアミン含有抽出物が、大豆種子、大豆胚芽、大豆胚、大豆芽、小麦種子、
小麦胚芽、小麦胚、小麦芽、豆乳及びオカラよりなる群から選ばれた少なくとも１種以上
から得ることを特徴とする請求項１１に記載の抗老化方法もしくは細胞賦活化方法。
【請求項１３】
　ポリアミンもしくは植物由来ポリアミン含有抽出物を動物の皮膚に接触させる工程を含
むことを特徴とする皮膚の細胞外マトリックス産生促進方法。
【請求項１４】
　細胞外マトリックス産生促進が、コラーゲン産生促進を含む、請求項１３に記載の方法
。
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【請求項１５】
　細胞外マトリックス産生促進が、ヒアルロン酸産生促進を含む、請求項１３に記載の方
法。
【請求項１６】
　ポリアミンが、第一級アミノ基を２つ以上有する脂肪族炭化水素からなる群より選ばれ
た少なくとも１種以上の化合物であることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　植物由来ポリアミン含有抽出物が、大豆種子、大豆胚芽、大豆胚、大豆芽、小麦種子、
小麦胚芽、小麦胚、小麦芽、豆乳及びオカラよりなる群から選ばれた少なくとも１種以上
から得ることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　ポリアミンが、１，３－ジアミノプロパン、プトレシン、カダベリン、カルジン、スペ
ルミジン、ホモスペルミジン、アミノプロピルカダベリン、テルミン、スペルミン、テル
モスペルミン、カナバルミン、アミノペンチルノルスペルミジン、Ｎ，Ｎ－ビス（アミノ
プロピル）カダベリン、ホモスペルミン、カルドペンタミン、ホモカルドペンタミン、カ
ルドヘキサミン及びホモカルドヘキサミンよりなる群から選ばれた少なくとも１種以上の
化合物であることを特徴とする請求項１３に記載のコラーゲン産生促進方法。
【請求項１９】
　ポリアミンが、プトレシン、スペルミジン及びスペルミンからなる群から選ばれた少な
くとも１種以上の化合物であることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　（１）植物及び／又は植物抽出物を酸性条件下に処す工程と、（２）液体画分を分離す
る工程とを含むことを特徴とするポリアミン含有植物抽出物の調製方法。
【請求項２１】
　鉱酸及び／又は有機酸を含む酸溶液を添加し酸性条件下に処すことを特徴とする請求項
２０に記載のポリアミン含有植物抽出物の調製方法。
【請求項２２】
　ｐＨが２以下になるように鉱酸及び／又は有機酸を含む酸溶液を添加し酸性条件下に処
すことを特徴とする請求項２０に記載のポリアミン含有植物抽出物の調製方法。
【請求項２３】
　鉱酸及び／又は有機酸が、塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、リン酸、トリクロロ酢酸、過塩素
酸、クエン酸、乳酸、プロピオン酸、酪酸、蓚酸、マロン酸、コハク酸、フマル酸、マレ
イン酸、リンゴ酸、酒石酸、安息香酸、スルホサリチル酸及びギ酸よりなる群から選ばれ
た少なくとも１種以上の酸であることを特徴とする請求項２１又は２２に記載のポリアミ
ン含有植物抽出物の調製方法。
【請求項２４】
　酸性条件下になるように添加する酸溶液が、塩酸及び／又は過塩素酸及び／又は硫酸で
あることを特徴とする請求項２０～２３のいずれかに記載のポリアミン含有植物抽出物の
調製方法。
【請求項２５】
　植物及び／又は植物抽出物を酸性条件下に処すと同時又は後に、ポリフェノール吸着剤
を添加し、液体画分を分離することを特徴とする請求項２０～２４のいずれかに記載のポ
リアミン含有植物抽出物の調製方法。
【請求項２６】
　植物及び／又は植物抽出物が、大豆種子、大豆胚芽、大豆胚、小麦種子、小麦胚芽、小
麦胚、豆乳及びオカラよりなる群から選ばれた少なくとも１種以上であることを特徴とす
る請求項２０～２５のいずれかに記載のポリアミン含有植物抽出物の調製方法。
【請求項２７】
　液体画分を分離する工程が、遠心分離及び／又は濾過分離であることを特徴とする請求
項２０～２６のいずれかに記載のポリアミン含有植物抽出物の調製方法。
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【請求項２８】
　請求項２０～２７のいずれかに記載の調製方法によって回収されたポリアミン含有植物
抽出物を、さらにイオン交換法、ゲル濾過法、膜分画法及び電気透析法よりなる群から選
ばれた少なくとも１種以上の処理により精製することを特徴とするポリアミン含有植物抽
出物の調製方法。
【請求項２９】
　請求項２０～２８のいずれかに記載の調製方法によって回収されたポリアミン含有植物
抽出物を含有する抗老化剤または細胞賦活化剤。
【請求項３０】
　請求項２０～２８のいずれかに記載の調製方法によって回収されたポリアミン含有植物
抽出物を含有する細胞外マトリックス産生促進剤。
【請求項３１】
　請求項２０～２８のいずれかに記載の調製方法によって回収されたポリアミン含有植物
抽出物を含有するコラーゲン産生促進剤。
【請求項３２】
　請求項２０～２８のいずれかに記載の調製方法によって回収されたポリアミン含有植物
抽出物を含有するヒアルロン酸産生促進剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種細胞の賦活化作用又は抗老化作用を高める物質及びその利用方法に関す
る。
【０００２】
　また、本発明は、各種細胞の細胞外マトリックス産生を促進する物質及びその利用方法
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　個体老化やこれに伴って発生する各種の疾患などは、分裂するすべての細胞の老化（分
裂速度の低下、細胞機能の低下）と深く関わっている。例えば皮膚の真皮及び表皮は、表
皮細胞、繊維芽細胞、及びこれら細胞外の皮膚構造を支持するエラスチン、コラーゲン、
ヒアルロン酸等の細胞外マトリックスによって構成されている。特にコラーゲンやヒアル
ロン酸の合成や分解を制御しているのは主として繊維芽細胞である（非特許文献１）。
【０００４】
　若い皮膚においては、これらの皮膚組織の相互作用が恒常性を保つことによって水分保
持、柔軟性、弾力性が確保され、肌は外観的にも張りと艶があり、みずみずしい状態に維
持される。ところが、加齢や紫外線、乾燥、ストレスなどによって特に細胞外マトリック
スや繊維芽細胞の機能低下が引き起こされ、その結果、皮膚の柔軟性、保湿機能は低下し
、肌は張りや艶を失い、荒れ、しわ、くすみなどの老化症状が発生する。加齢とともに繊
維芽細胞の機能は衰えコラーゲンやヒアルロン酸の代謝回転速度は低下することも知られ
ている（非特許文献２）。
【０００５】
　細胞レベルで老化防止や抑制を目的に賦活化剤、抗老化剤、細胞外マトリックス産生促
進剤の探索が行われている。例えば動物系由来の細胞賦活化剤としては、結合組織加水分
解物（特許文献１）、胸腺・脾臓由来水溶性蛋白（特許文献２）、牛胎盤エキス（特許文
献３）などが知られている。植物系由来の細胞賦活化剤としては、ゴマ、サンヤク、トウ
ガラシ、トウキ、ドクダミ、バクモンドウ（特許文献４）、アーモンド、セイヨウタンポ
ポ、セイヨウニワトコ、センキュウ、センブリ、ソウハクヒ、トウニン、ニンジン、ホッ
プ、ムクゲ、ヨクイニン（特許文献５）、ショウガ科ウコン属（特許文献６）、ハナヤス
リ科ハナヤスリ属（特許文献７）の抽出物などが知られている。コラーゲンを産生促進す
る作用を有する物質としては、甘草葉抽出物（特許文献８）、ハス胚芽抽出物（特許文献
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９）、加水分解バレイショタンパク（特許文献１０）、柿の葉抽出物又はサンザシの果実
抽出物（特許文献１１）、米糠溶媒抽出物（特許文献１２）、アヤメ科クロッカス属サフ
ラン抽出物（特許文献１３）、ウリ科植物の種子抽出物（特許文献１４）などが知られて
いる。これらの一部は賦活化剤、抗老化剤、コラーゲン産生促進剤又はヒアルロン酸産生
促進剤として医薬部外品や化粧品に利用されているが、非常に個人差が大きく、作用効果
が十分とは言えず、満足すべき作用効果を発揮する細胞賦活化剤、抗老化剤、さらにはコ
ラーゲン産生促進剤やヒアルロン酸産生促進剤を含む細胞外マトリックス産生促進剤は得
られていなかった。
【０００６】
　ポリアミンは、第１級アミノ基を２つ以上もつ脂肪族炭化水素の総称で生体内に普遍的
に存在する天然物であり、２０種類以上のポリアミンが見出されている。代表的なポリア
ミンとしてはプトレシン、スペルミジン、スペルミンがある。ポリアミンの主な生理作用
としては(1)核酸との相互作用による核酸の安定化と構造変化(2)種々の核酸合成系への促
進作用(3)タンパク質合成系の活性化(4)細胞膜の安定化や物質の膜透過性の強化(5)活性
酸素の消去(6)細胞増殖の促進が知られているが、特に皮膚の細胞（繊維芽細胞）におけ
る賦活化作用、抗老化作用、細胞外マトリックスの産生促進作用やコラーゲン又はヒアル
ロン酸の産生促進作用については全く知られていなかった。
【特許文献１】特開昭６２－８４０２４号公報
【特許文献２】特開昭６３－１８８６９７号公報
【特許文献３】特開平０３－１４１２９９号公報
【特許文献４】特開平１０－４５６１５号公報
【特許文献５】特開平１０－３６２７９号公報
【特許文献６】特開２００４－７５６３２号公報
【特許文献７】特開２００５－８９３７５号公報
【特許文献８】特開２０００－１９１４９８号公報
【特許文献９】特開２００２－２９９８０号公報
【特許文献１０】特開２００５－２６３６８９号公報
【特許文献１１】特開２００６－１６０６２９号公報
【特許文献１２】特開２００５－２７２４３３号公報
【特許文献１３】特開２００５－２０６５１０号公報
【特許文献１４】特開２００６－２７３８１５号公報
【非特許文献１】FRAGRANCE JOURNAL, 12, 51-55, 2004
【非特許文献２】FRAGRANCE JOURNAL, 26(1), 45-50, 1998
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　哺乳類、特にヒトに対して賦活化や抗老化を付与することは極めて重要な課題であり、
動物系、植物系由来の賦活物質や抗老化剤は各種見つかっているが、実際には産業上利用
可能な程度に十分かつ安定した効果は得られておらず、新規な細胞賦活化剤や抗老化剤が
探索されているのが現状である。従って、本発明の目的は、植物由来で細胞に対して賦活
化又は抗老化効果に優れ、長期にわたる使用に十分に耐えうる安全性を備えた細胞賦活化
剤又は抗老化剤を提供し、これらを有効成分とした化粧品・医薬部外品（皮膚外用剤、浴
用剤、育毛剤等）、飲食品、医薬品に利用するための方法を提供することである。
【０００８】
　また、本発明の目的は、細胞に対して細胞外マトリックス産生促進効果に優れ、長期に
わたる使用に十分に耐えうる安全性を備え細胞外マトリックス産生促進剤を提供し、これ
らを有効成分とした化粧品・医薬部外品（皮膚外用剤、浴用剤、育毛剤等）、飲食品、医
薬品に利用するための方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　本発明者らは上記の目的を達成すべく鋭意努力した結果、ポリアミン及びポリアミンを
有効成分とする植物抽出物が皮膚における細胞（特に繊維芽細胞）の賦活化、抗老化、細
胞の細胞外マトリックス産生促進に有効であることを見出し、本発明を完成するに至った
。すなわち、本発明は以下のような構成からなる。
項１．　植物由来ポリアミン含有抽出物を有効成分とすることを特徴とする抗老化剤。
項２．　植物由来ポリアミン含有抽出物を有効成分とすることを特徴とする細胞賦活化剤
。
項３．　植物由来ポリアミン含有抽出物が、大豆種子、大豆胚芽、大豆胚、大豆芽、小麦
種子、小麦胚芽、小麦胚、小麦芽、豆乳及びオカラよりなる群から選ばれた少なくとも１
種であることを特徴とする項１に記載の抗老化剤。
項４．　植物抽出物に含有されるポリアミンが、第一級アミノ基を２つ以上有する脂肪族
炭化水素からなる群より選ばれた少なくとも１種以上の化合物であることを特徴とする項
１に記載の抗老化剤。
項５．　植物抽出物に含有されるポリアミンが、１，３－ジアミノプロパン、プトレシン
、カダベリン、カルジン、スペルミジン、ホモスペルミジン、アミノプロピルカダベリン
、テルミン、スペルミン、テルモスペルミン、カナバルミン、アミノペンチルノルスペル
ミジン、Ｎ，Ｎ－ビス（アミノプロピル）カダベリン、ホモスペルミン、カルドペンタミ
ン、ホモカルドペンタミン、カルドヘキサミン及びホモカルドヘキサミンよりなる群から
選ばれた少なくとも１種の化合物であることを特徴とする項１に記載の抗老化剤。
項６．　ポリアミンが、プトレシン、スペルミジン及びスペルミンからなる群から選ばれ
た少なくとも１種の化合物であることを特徴とする項１に記載の抗老化剤。
項７．　ポリアミンもしくは植物由来ポリアミン含有抽出物を有効成分とする細胞外マト
リックス産生促進剤。
項８．　ポリアミンもしくは植物由来ポリアミン含有抽出物を有効成分とするコラーゲン
産生促進剤。
項９．　ポリアミンもしくは植物由来ポリアミン含有抽出物を有効成分とするヒアルロン
酸産生促進剤。
項１０．　項１、３～６のいずれかに記載の抗老化剤、項２に記載の細胞賦活化剤、項７
に記載の細胞外マトリックス産生促進剤、項８に記載のコラーゲン産生促進剤または項９
に記載のヒアルロン酸産生促進剤を有効成分として含有することを特徴とする化粧品類。
項１１．　植物由来ポリアミン含有抽出物を動物の皮膚に接触させる工程を含むことを特
徴とする皮膚の抗老化方法もしくは細胞賦活化方法。
項１２．　植物由来ポリアミン含有抽出物が、大豆種子、大豆胚芽、大豆胚、大豆芽、小
麦種子、小麦胚芽、小麦胚、小麦芽、豆乳及びオカラよりなる群から選ばれた少なくとも
１種以上から得ることを特徴とする項１１に記載の抗老化方法もしくは細胞賦活化方法。
項１３．　ポリアミンもしくは植物由来ポリアミン含有抽出物を動物の皮膚に接触させる
工程を含むことを特徴とする皮膚の細胞外マトリックス産生促進方法。
項１４．　細胞外マトリックス産生促進が、コラーゲン産生促進を含む、項１３に記載の
方法。
項１５．　細胞外マトリックス産生促進が、ヒアルロン酸産生促進を含む、項１３に記載
の方法。
項１６．　ポリアミンが、第一級アミノ基を２つ以上有する脂肪族炭化水素からなる群よ
り選ばれた少なくとも１種以上の化合物であることを特徴とする項１３に記載の方法。
項１７．　植物由来ポリアミン含有抽出物が、大豆種子、大豆胚芽、大豆胚、大豆芽、小
麦種子、小麦胚芽、小麦胚、小麦芽、豆乳及びオカラよりなる群から選ばれた少なくとも
１種以上から得ることを特徴とする項１３に記載の方法。
項１８．　ポリアミンが、１，３－ジアミノプロパン、プトレシン、カダベリン、カルジ
ン、スペルミジン、ホモスペルミジン、アミノプロピルカダベリン、テルミン、スペルミ
ン、テルモスペルミン、カナバルミン、アミノペンチルノルスペルミジン、Ｎ，Ｎ－ビス
（アミノプロピル）カダベリン、ホモスペルミン、カルドペンタミン、ホモカルドペンタ
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ミン、カルドヘキサミン及びホモカルドヘキサミンよりなる群から選ばれた少なくとも１
種以上の化合物であることを特徴とする項１３に記載のコラーゲン産生促進方法。
項１９．　ポリアミンが、プトレシン、スペルミジン及びスペルミンからなる群から選ば
れた少なくとも１種以上の化合物であることを特徴とする項１３に記載の方法。
項２０．　（１）植物及び／又は植物抽出物を酸性条件下に処す工程と、（２）液体画分
を分離する工程とを含むことを特徴とするポリアミン含有植物抽出物の調製方法。
項２１．　鉱酸及び／又は有機酸を含む酸溶液を添加し酸性条件下に処すことを特徴とす
る項２０に記載のポリアミン含有植物抽出物の調製方法。
項２２．　ｐＨが２以下になるように鉱酸及び／又は有機酸を含む酸溶液を添加し酸性条
件下に処すことを特徴とする項２０に記載のポリアミン含有植物抽出物の調製方法。
項２３．　鉱酸及び／又は有機酸が、塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、リン酸、トリクロロ酢酸
、過塩素酸、クエン酸、乳酸、プロピオン酸、酪酸、蓚酸、マロン酸、コハク酸、フマル
酸、マレイン酸、リンゴ酸、酒石酸、安息香酸、スルホサリチル酸及びギ酸よりなる群か
ら選ばれた少なくとも１種以上の酸であることを特徴とする項２１又は２２に記載のポリ
アミン含有植物抽出物の調製方法。
項２４．　酸性条件下になるように添加する酸溶液が、塩酸及び／又は過塩素酸及び／又
は硫酸であることを特徴とする項２０～２３のいずれかに記載のポリアミン含有植物抽出
物の調製方法。
項２５．　植物及び／又は植物抽出物を酸性条件下に処すと同時又は後に、ポリフェノー
ル吸着剤を添加し、液体画分を分離することを特徴とする項２０～２４のいずれかに記載
のポリアミン含有植物抽出物の調製方法。
項２６．　植物及び／又は植物抽出物が、大豆種子、大豆胚芽、大豆胚、小麦種子、小麦
胚芽、小麦胚、豆乳及びオカラよりなる群から選ばれた少なくとも１種以上であることを
特徴とする項２０～２５のいずれかに記載のポリアミン含有植物抽出物の調製方法。
項２７．　液体画分を分離する工程が、遠心分離及び／又は濾過分離であることを特徴と
する項２０～２６のいずれかに記載のポリアミン含有植物抽出物の調製方法。
項２８．　項２０～２７のいずれかに記載の調製方法によって回収されたポリアミン含有
植物抽出物を、さらにイオン交換法、ゲル濾過法、膜分画法及び電気透析法よりなる群か
ら選ばれた少なくとも１種以上の処理により精製することを特徴とするポリアミン含有植
物抽出物の調製方法。
項２９．　項２０～２８のいずれかに記載の調製方法によって回収されたポリアミン含有
植物抽出物を含有する抗老化剤または細胞賦活化剤。
項３０．　項２０～２８のいずれかに記載の調製方法によって回収されたポリアミン含有
植物抽出物を含有する細胞外マトリックス産生促進剤。
項３１．　項２０～２８のいずれかに記載の調製方法によって回収されたポリアミン含有
植物抽出物を含有するコラーゲン産生促進剤。
項３２．　項２０～２８のいずれかに記載の調製方法によって回収されたポリアミン含有
植物抽出物を含有するヒアルロン酸産生促進剤。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、安全性に優れた賦活化作用、抗老化作用、細胞外マトリックス産生促進
作用が期待でき、ポリアミン或いはポリアミンを含む植物抽出物を有効成分とした化粧品
・医薬部外品（皮膚外用剤、浴用剤、育毛剤等）、飲食品、医薬品を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ダイズ種子から調製した植物抽出物（左）と精製植物抽出物（右）の純度確認
【図２】ダイズ胚芽から調製した植物抽出物の純度確認
【図３】コムギ胚芽から調製した植物抽出物の純度確認
【図４】豆乳から調製した植物抽出物の純度確認
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【図５】ヒト皮膚繊維芽細胞を用いたダイズ胚芽抽出物による賦活化・抗老化活性
【図６】ヒト皮膚繊維芽細胞を用いたコムギ胚芽抽出物による賦活化・抗老化活性
【図７】ヒト毛乳頭細胞を用いたダイズ胚芽抽出物による賦活化・抗老化活性
【図８】ヒト毛乳頭細胞を用いたコムギ胚芽抽出物による賦活化・抗老化活性
【図９】ダイズ胚芽抽出物とコムギ胚芽抽出物によるコラーゲン産生促進活性
【図１０】ダイズ胚芽抽出物とコムギ胚芽抽出物によるコラーゲン産生促進活性（３日間
培養）
【図１１】ダイズ胚芽抽出物とコムギ胚芽抽出物によるコラーゲン産生促進活性（６日間
培養）
【図１２】ダイズ胚芽抽出物とコムギ胚芽抽出物によるヒアルロン酸産生促進活性（３日
間培養）
【図１３】ダイズ胚芽抽出物とコムギ胚芽抽出物によるコラーゲン産生促進活性（３日間
培養）
【図１４】ダイズ胚芽抽出物とコムギ胚芽抽出物によるコラーゲン産生促進活性（６日間
培養）
【図１５】ダイズ胚芽抽出物とコムギ胚芽抽出物によるコラーゲン産生促進活性（３日間
培養）
【図１６】ダイズ胚芽抽出物とコムギ胚芽抽出物によるコラーゲン産生促進活性（６日間
培養）
【図１７】ヒト皮膚繊維芽細胞を用いたポリアミンによる賦活化・抗老化活性
【図１８】ヒト毛乳頭細胞を用いたポリアミンによる賦活化・抗老化活性
【図１９】ポリアミンよるコラーゲン産生促進活性（２日間培養）
【図２０】ポリアミンよるヒアルロン酸産生促進活性（１日間培養）
【図２１】ポリアミンよるヒアルロン酸産生促進活性（３日間培養）
【図２２】ポリアミンよるヒアルロン酸産生促進活性（６日間培養）
【図２３】ヒト皮膚繊維芽細胞を用いたポリアミンによる賦活化・抗老化活性
【図２４】ポリアミンよるコラーゲン産生促進活性（３日間培養）
【図２５】ポリアミンよるコラーゲン産生促進活性（６日間培養）
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明において「賦活化」及び「抗老化」とは、動物の細胞機能や細胞活性を活発、増
大又は維持させることで細胞機能や細胞活性の低下を小さくすることである。「賦活化」
により「抗老化」が実現できる。例えば皮膚細胞においては、加齢や光老化による基底膜
の構造変化の蓄積に伴う皮膚細胞の機能低下を小さくすることで、皮膚のしわ、たるみ、
硬化等を防止、改善して弾力のある若々しい健康な肌の状態を維持することなどを指して
いる。毛乳頭又は毛母細胞においては、加齢、ストレス、ホルモンバランスによる毛乳又
は毛母細胞の機能低下を小さくすることで、ヘアサイクルを維持して脱毛を抑えることな
どを指している。
【００１３】
　本発明において「ポリアミン」とは、第１級アミノ基を２つ以上もつ脂肪族炭化水素の
総称で生体内に普遍的に存在する天然物であり、２０種類以上のポリアミンが見出されて
いる。例えば、１，３－ジアミノプロパン、プトレシン、カダベリン、カルジン、スペル
ミジン、ホモスペルミジン、アミノプロピルカダベリン、テルミン、スペルミン、テルモ
スペルミン、カナバルミン、アミノペンチルノルスペルミジン、Ｎ，Ｎ－ビス（アミノプ
ロピル）カダベリン、ホモスペルミン、カルドペンタミン、ホモカルドペンタミン、カル
ドヘキサミン、ホモカルドヘキサミンなどが挙げられる。代表的なポリアミンとしてはプ
トレシン、スペルミジン、スペルミンがある。
【００１４】
　本発明において「植物抽出物」とは、植物及び／又は植物加工物を抽出して得られる物
である。
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【００１５】
　本発明において「植物由来ポリアミン含有抽出物」とは、植物及び／又は植物加工物か
ら得られる（天然）ポリアミンを含む植物抽出物である。本発明においては、「植物由来
ポリアミン含有抽出物」を「ポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成
分として含む植物抽出物」と称することもある。植物由来ポリアミン含有抽出物に含有さ
れるポリアミン濃度は、Ｍ（モル／リットル）では、通常は０．００００１～５Ｍ、好ま
しくは０．００００５～３Ｍ、より好ましくは０．０００１～２Ｍである。又は、重量％
では、通常は０．０００１～９５％、好ましくは０．００１～７５％、より好ましくは０
．０１～５０％である。
【００１６】
　「植物由来ポリアミン含有抽出物」は、ポリアミン濃度を高めるための精製を行なって
いない低純度品と、イオン交換樹脂で精製してポリアミン濃度を大幅に高めた高純度品の
いずれを使用してもよい。低純度品のダイズ・コムギ胚芽抽出物粉末のポリアミン濃度は
０．１～０．２％程度であるが、イオン交換樹脂で精製した高純度品の精製ダイズ・コム
ギ胚芽抽出物の粉末のポリアミン濃度は３０～５０％まで高めることができる。抽出物が
水溶液の場合には上記濃度の１／１０～１／１００になる。
【００１７】
　本発明で言うところの「プトレシン」は代表的なポリアミンの一つで生物体内に普遍的
に存在する一般的な天然物であり、第一級アミノ基を２つもつ脂肪族炭化水素化合物であ
る。「カダベリン」は代表的なポリアミンの一つで生物体内に普遍的に存在する一般的な
天然物であり、第一級アミノ基を２つもつ脂肪族炭化水素化合物である。「スペルミジン
」は代表的なポリアミンの一つで生物体内に普遍的に存在する一般的な天然物であり、第
一級アミノ基を３つもつ脂肪族炭化水素化合物である。「スペルミン」は代表的なポリア
ミンの一つで生物体内に普遍的に存在する一般的な天然物であり、第一級アミノ基を４つ
もつ脂肪族炭化水素化合物である。
【００１８】
　ポリアミンは魚類の白子（特許第3518778号）、動物の精子、乳素材（特開2001-8663号
）、酵母（特開2000-245493号）等から得ることができる。化学合成（特開平7-277917号
）、酵素反応や微生物代謝による化学的合成（代謝，Vol.9, No.11, 1010-1017, 1972）
、市販品等から得ることもできる。
【００１９】
　本発明で言うところの「動物に接触させる」とは、ヒト、家畜などに対してポリアミン
をあらゆる剤型（アンプル状、カプセル状、粉末状、顆粒状、丸剤、錠剤状、固形状、液
状、ゲル状、気泡状、乳液状、クリーム状、軟膏状、シート状、ムース状など）で外部塗
布、外部処理、経口投与等で与えることである。例えばポリアミンを化粧品、医薬部外品
、飲食品（ペットフードを含む）、医薬品、飼料などに配合して動物に接触させることが
できる。動物としては、ヒト、ウシ、ウマ、ブタ、ラット、マウス、ウサギ、イヌ、ネコ
などの哺乳類が好ましく例示され、特にヒトが好ましい。
【００２０】
　「細胞外マトリックス産生促進」とは、細胞外の皮膚構造を支持するコラーゲン、ヒア
ルロン酸等の細胞外マトリックスの産生を促進することである。このように細胞外マトリ
ックス産生促進する物質を「細胞外マトリックス産生促進剤」と称している。細胞外マト
リックス産生促進により、「抗老化」が実現される。「細胞外マトリックス産生促進剤」
には、「コラーゲン産生促進剤」や「ヒアルロン酸産生促進剤」が含まれる。特に「コラ
ーゲン産生促進剤」とは、「細胞外マトリックス産生促進剤」のなかでも、コラーゲンの
産生を促進する物質のことをいう。「ヒアルロン酸産生促進剤」とは、「細胞外マトリッ
クス産生促進剤」のなかでも、ヒアルロン酸の産生を促進する物質のことをいう。
【００２１】
　ポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物を
得る植物としては、特に限定されるものではないが、例えば双子葉植物、単子葉植物、草
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本性植物、木本性植物、ウリ科植物、ナス科植物、イネ科植物、アブラナ科植物、マメ科
植物、アオイ科植物、キク科植物、アカザ科植物、マメ科の植物、該植物抽出物、該植物
エキスなどが挙げられる。例えば、サツマイモ、トマト、キュウリ、カボチャ、メロン、
スイカ、タバコ、シロイヌナズナ、ピーマン、ナス、マメ、サトイモ、ホウレンソウ、ニ
ンジン、イチゴ、ジャガイモ、イネ、トウモロコシ、アルファルファ、コムギ、オオムギ
、ダイズ、ナタネ、ソルガム、ユーカリ、ポプラ、ケナフ、杜仲、サトウキビ、シュガー
ビート、キャッサバ、サゴヤシ、アカザ、ユリ、ラン、カーネーション、バラ、キク、ペ
チュニア、トレニア、キンギョソウ、シクラメン、カスミソウ、ゼラニウム、ヒマワリ、
シバ、ワタ、エノキダケ、ホンシメジ、マツタケ、シイタケ、キノコ類、チョウセンニン
ジン、アガリクス、ウコン、オタネニンジン、柑橘類、緑茶、紅茶、ウーロン茶、バナナ
、キウイ、納豆、豆乳、ダイズエキス、コムギエキス、胚芽エキス、胚エキス、果汁、オ
カラ、コメ胚芽、コムギ胚芽、オオムギ胚芽、ダイズ胚芽、トウモロコシ胚芽、マイロ胚
芽、ヒマワリ胚芽などが挙げられる。
【００２２】
　好ましくは、単子葉植物や双子葉植物がよく、さらに好ましくはイネ科植物やマメ科植
物がよい。特に好ましい植物又はその加工品として、トウモロコシ、キノコ類、ダイズ、
コムギ、納豆、豆乳、オカラ、コムギ胚芽、ダイズ胚芽、トウモロコシ胚芽、ダイズエキ
ス、コムギエキス、胚芽エキス、胚エキスが挙げられる。
【００２３】
　ポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物を
得る植物組織としては、特に限定はされない。好ましくは、種子形態、生育過程にあるも
のである。生育過程にある植物は全体、あるいは部分的な組織から得ることができる。得
ることができる部位としては、特に限定されないが全樹、花、蕾、子房、果実、葉、子葉
、茎、芽、根、種子、乾燥種子、胚、胚芽、根などである。好ましくは、果実、葉、茎、
芽、種子、乾燥種子、胚芽、胚であり、特に好ましくは、種子、乾燥種子、胚芽、胚など
である。
【００２４】
　ポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物を
得る植物としては植物加工物であってもよい。その加工方法は、植物を水、有機溶媒、水
と有機溶媒の混合物などを用いて、低温、室温、加温条件下での含浸法、蒸留法、圧搾法
、超音波法、超臨界流体法、亜臨界流体法などで抽出物を回収する。さらに植物や植物か
ら回収した抽出物を発酵させるなどの加工処理した加工物なども含まれる。例えば植物エ
キス、豆乳、オカラ、小麦粉、発酵エキス、納豆などが挙げられる。
【００２５】
　ポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物を
得る方法としては、植物及び／又は植物加工物に、酸性条件下になるように酸溶液を添加
することにある。酸性条件下は、ｐＨが６以下の条件をいう。抽出時に、ｐＨを酸性条件
下にすることにより、植物組織から効率的かつ安定的なポリアミン組成物回収の効果が得
られる。この効果は、ｐＨが６以下であれば一様に得られるが、好ましくはｐＨが４以下
であり、特に好ましくはｐＨが２以下などである。下限については、使用する酸溶液の原
液のｐＨで構わないので、特に制限されないが、好ましくは、ｐＨ０～２である。
【００２６】
　酸性条件下（酸水溶液）で植物抽出物を得ることで、エタノールやメタノールのような
有機溶媒で回収した植物抽出物に比べてポリアミン量の回収率が高く、特に水に溶けにく
い化合型ポリアミンは酸性条件によって水に可溶化でき、有機溶媒では抽出効率が低い遊
離型ポリアミンの含量も向上する。ポリアミンは酸性条件下では優れた安定性を示し、植
物抽出物中に含まれるポリアミンやその他の有効成分の安定性が向上する。さらに酸性条
件下（酸水溶液）で植物抽出物を得ることで、ポリアミン以外の天然有効成分が同時に回
収される。例えば、天然有効成分としては単糖、オリゴ糖等の糖類、ペプチド、蛋白質等
が挙げられる。ポリアミンとポリアミン以外の天然有効成分を同時に含むことで賦活化、
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細胞外マトリックス産生促進効果がより増強される。加えて回収した植物抽出物は水溶液
であるため有機溶媒に比べて安全性の面でも高いメリットが期待される。
【００２７】
　酸性条件下になるように添加する酸溶液としては、塩酸、硫酸、リン酸などの鉱酸、酢
酸、プロピオン酸、酪酸、蓚酸、マロン酸、コハク酸、フマル酸、マレイン酸、リンゴ酸
、乳酸、酒石酸、クエン酸、安息香酸などの有機酸および酸性水が挙げられるが、０．０
１Ｎ～６Ｎの塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、リン酸、トリクロロ酢酸、スルホサリチル酸、ギ
酸、クエン酸、乳酸や０．１～１０％の過塩素酸などの無機酸や有機酸などである。好ま
しくは、０．０６２５～１Ｎの塩酸、０．２５～５％の過塩素酸、０．１～１Ｎの硫酸な
どである。
【００２８】
　抽出工程において、ポリフェノール吸着剤を添加してもよい。ポリフェノール吸着剤の
添加により、ポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分とする植物抽
出物の回収を容易ならしめることができる。ポリフェノール吸着剤は、ポリフェノール類
を吸着出来る物質であれば、特に限定はされないが、ＰＶＰＰ（ポリビニルポリピロリド
ン）、ＰＶＰ（ポリビニルピロリドン）、ＰＥＧ（ポリエチレングリコール）等が好まし
く使用される。特に好ましくは、ＰＶＰＰ（ポリビニルポリピロリドン）である。これら
のポリフェノール吸着剤は市販の物質を使用してもよい。たとえば、ポリクラール（登録
商標）、ＰＯＬＹＣＬＡＲ（登録商標）（アイエスピー社製）、Ｄｉｖｅｒｇａｎ（登録
商標）（ＢＡＳＦ社製）、Ｄｏｗｅｘ（登録商標）－１、ＰＶＰ－４０等を使用しても良
い。植物及び／又は植物加工物に酸溶液を添加した後にポリフェノール吸着剤を添加する
ことで、ポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽
出物の回収量、収率、純度が高まることが期待できる。また、ポリフェノール吸着剤を添
加することで、細胞、皮膚細胞に対する賦活化、抗老化、細胞外マトリックス産生、コラ
ーゲン産生、ヒアルロン産生効果に対してネガティブに作用するポリフェノール類等の植
物抽出物中への混入を抑えることができる。
【００２９】
　ポリフェノール吸着剤の添加量は、好ましくは０．１～３０％（ｗ／ｖ）、より好まし
くは０．５～２０％（ｗ／ｖ）、さらに好ましくは、１～１０％（ｗ／ｖ）である。
【００３０】
　植物及び／又は植物加工物に、酸性条件下になるように酸溶液を添加又は酸性条件下に
なるように酸溶液を添加した後にポリフェノール吸着剤を添加した後に破砕、粉砕、混合
をおこなうことでポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含
む植物抽出物の回収量を高めることができる。特に植物組織の場合は細胞壁を有すること
から細胞壁に損傷を与えることが望ましい。植物加工物や植物エキスの場合には、細胞壁
を含まないことから特に細胞壁に損傷を与えるような破砕や粉砕を行う必要はない。破砕
や粉砕を行う方法としては、例えば、ミキサー、ブレンダー、ホモジナイザー、乳鉢、超
音波破砕機などを利用することができる。
【００３１】
　植物及び／又は植物加工物に含まれていたポリアミンを酸溶液中（液体画分）に十分に
抽出した後に遠心分離や濾過分離によって液体画分を残査や沈殿と分離する。回収された
液体画分にはポリアミンが多く含まれており「ポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポ
リアミンを有効成分として含む植物抽出物」が得られる。
【００３２】
　必要に応じてポリアミン含有植物抽出物は、イオン交換法、膜分画法、ゲル濾過法、電
気透析法で脱塩処理や精製処理を行っても良く、これらの方法を少なくとも１つ以上実施
することで、ポリアミンに関してより高純度な植物抽出物を得ることができる。例えば、
イオン交換法としては、植物抽出液をイオン交換樹脂を充填したカラムに通し、有効成分
であるポリアミンとアミノ酸、ペプチド、蛋白質、糖類等の夾雑物とを分離する。使用す
るイオン交換樹脂としては、イオン交換基がスルホン酸基、スルホプロピル基、リン酸基
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、カルボキシルメチル基、アミノエチル基、ジエチルアミノ基、４級アミノエチル基、４
級アンモニウム基等であればよく、陽イオン交換樹脂でも陰イオン交換樹脂でもいずれも
使用することができる。陽イオン交換樹脂を使用した場合には、有効成分であるポリアミ
ンは陽イオン交換樹脂に吸着されるので、非吸着物質を十分に分離した後、硫酸、塩酸等
の酸性溶液や塩化ナトリウム等の塩溶液で有効成分を溶出する。陰イオン交換樹脂を使用
した場合には、有効成分であるポリアミンは陰イオン交換樹脂に吸着されないので、有効
成分を含む非吸着画分を回収する。例えば、膜分画法としては、セルロース系、酢酸セル
ロース系、ポリスルホン系、ポリアミド系、ポリアクリルニトリル系、ポリ四フッ化エチ
レン系、ポリエステル系、ポリプロピレン系等で分画分子量が１０００～１０００００の
範囲の限外濾過（ＵＦ）膜を使用して植物抽出物のＵＦを行い、有効成分であるポリアミ
ンを含む透過液を回収する。また、食塩阻止率３０～８０％のナノフィルトレーション (
ＮＦ) 膜を使用して有効成分溶液のＮＦを行い、脱塩する。例えば、ゲル濾過法は、植物
抽出物を中和し、ゲル濾過担体を充填したカラムに通して分子量分画により有効成分であ
るポリアミンを回収する。使用するゲル濾過担体は、デキストラン系、アクリルアミド系
、アガロース系、セルロース系、ポリビニル系、ガラス系、ポリスチレン系などで分画分
子量が１００～１０００００の範囲である。例えば、電気透析法は、陽イオン交換膜と陰
イオン交換膜とによって仕切られた各膜間に植物抽出物と食塩水とを交互に供給して電気
透析を行う。電気透析の条件は、初期電流密度が ０．５～１５Ａ／ｄｍ２、電圧が ０．
１～１．５Ｖ／槽などが挙げられる。
【００３３】
　ポリアミン、ポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む
植物抽出物はそのまま細胞賦活化剤、抗老化剤、細胞外マトリックス産生促進剤、コラー
ゲン産生促進剤、ヒアルロン酸産生促進剤として利用しても良いが、化粧品・医薬部外品
（皮膚外用剤、浴用剤、育毛剤等）、食品、医薬品に配合して利用することが好ましい。
ポリアミンを配合する濃度（Ｍ：モル／リットル）は、吸収程度、作用程度、製品形態、
使用頻度などによって決められ、特に限定されるものではないが、培養細胞における細胞
培養液中のポリアミン濃度は、通常は０．００００１～１００ｍＭ、好ましくは０．００
００５～７５ｍＭ、より好ましくは０．０００１～５０ｍＭである。一方、直接ヒトの皮
膚に塗布する皮膚外用剤、例えば液剤又はクリーム、乳液、ローション、化粧水、軟膏な
どの化粧品又は医薬品形態の場合、通常は０．０１～１００００μＭ、好ましくは０．０
５～１０００μＭ、より好ましくは０．１～１００μＭ、特に１～１０μＭである。経口
剤などの固形剤の場合には、１回当たりの投与量は、通常は０．０１～１００００μＭ、
好ましくは０．０５～１０００μＭ、より好ましくは０．１～１００μＭ、特に１～１０
μＭである。
【００３４】
　本発明の「植物由来ポリアミン含有抽出物」は、天然植物由来であるために化学合成品
に比べて安全性が高い植物由来の場合には、植物からポリアミン含有抽出物を調製すれば
良くて簡便性に優れている。さらに植物由来の場合には、ポリアミン含有抽出物中には少
なくともプトレシン、スペルミジン、スペルミンの３種類は含まれており、それぞれにつ
いて個々に調製する必要はない。植物由来の場合には、栽培または市販されている植物原
料を用いれば良く、特に小麦や大豆の種子は植物原料の中でも安価に販売されており、大
量に原料確保することもできポリアミン含有抽出物の生産コストは化学合成品に比べて安
価である。化粧品においても天然物特に植物由来が望まれている。また、植物由来の抽出
物中にはポリアミン以外の天然成分が含まれており、その成分がポリアミンによる効果を
より高める可能性がある。加えて、ポリアミン以外の天然成分（例えば単糖、オリゴ糖等
の糖類、ペプチド、タンパク質等）が有効成分として作用（賦活化・抗老化・コラーゲン
産生促進、ヒアルロン酸産生促進）することとが期待される。したがって、本発明の植物
由来ポリアミン含有抽出物を有効成分とすることを特徴とする細胞賦活化剤又は抗老化剤
の有用性は非常に高い。
【００３５】
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　本発明の植物由来のポリアミン含有抽出物は抽出物中にはポリアミン以外の天然成分が
含まれることで、ポリアミンに比べてポリアミン特有の臭気が軽減し、安定性も高まるこ
とで、食品用途、化粧品用途、医薬部外品用途、医薬品用途に利用しても品質を損なうこ
とがない。
【００３６】
　本発明の細胞賦活化剤、抗老化剤、細胞外マトリックス産生促進剤、コラーゲン産生促
進剤、ヒアルロン酸産生促進剤は、ポリアミンの必須成分に加え必要に応じて本発明の効
果を損なわない範囲内で、化粧品類、医薬部外品類、飲食品類、医薬品類などに使用され
る成分や添加剤を併用して配合することができる。
【００３７】
　例えば、油脂類としては、アボガド油、アルモンド油、ウイキョウ油、エゴマ油、オリ
ーブ油、オレンジ油、オレンジラファー油、ゴマ油、カカオ脂、カミツレ油、カロット油
、キューカンバー油、牛脂、牛脂脂肪酸、ククイナッツ油、サフラワー油、大豆油、ツバ
キ油、トウモロコシ油、ナタネ油、パーシック油、ヒマシ油、綿実油、落花生油、タート
ル油，ミンク油、卵黄油、カカオ脂、パーム油、パーム核油、モクロウ、ヤシ油、牛脂、
豚脂、硬化油、硬化ヒマシ油などが挙げられる。
【００３８】
　ロウ類としては、ミツロウ、カルナバロウ、鯨ロウ、ラノリン、液状ラノリン、還元ラ
ノリン、硬質ラノリン、カンデリラロウ、モンタンロウ、セラックロウなどが挙げられる
。
【００３９】
　鉱物油としては、流動パラフィン、ワセリン、パラフィン、オゾケライド、セレシン、
マイクロクリスタンワックス、ポリエチレン末、スクワレン、スクワラン、プリスタンな
どが挙げられる。
【００４０】
　脂肪酸類としては、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン
酸、オレイン酸、１２-ヒドロキシステアリン酸、ウンデシレン酸、トール油、ラノリン
脂肪酸などの天然脂肪酸、イソノナン酸、カプロン酸、２－エチルブタン酸、イソペンタ
ン酸、２－メチルペンタン酸、２－エチルヘキサン酸、イソペンタン酸などの合成脂肪酸
が挙げられる。
【００４１】
　アルコール類としては、エタノール、イソピロパノール、ラウリルアルコール、セタノ
ール、ステアリルアルコール、オレイルアルコール、ラノリンアルコール、コレステロー
ル、フィトステロールなどの天然アルコール、２－ヘキシルデカノール、イソステアリル
アルコール、２－オクチルドデカノールなどの合成アルコール、酸化エチレン、エチレン
グリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、エチレングリコールモノ
エチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメ
チルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ポリエチレングリコール、酸
化プロピレン、プロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、１，３－ブチレング
リコール、グリセリン、バチルアルコール、ペンタエリトリトール、ソルビトール、マン
ニトール、ブドウ糖、ショ糖などの多価アルコール類などが挙げられる。
【００４２】
　エステル類としては、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、ステア
リン酸ブチル、ラウリン酸ヘキシル、ミリスチン酸ミリスチル、オレイン酸オレイル、オ
レイン酸デシル、ミリスチン酸オクチルドデシル、ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル、
乳酸セチル、乳酸ミリスチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、酢酸ラノリン、モ
ノステアリン酸エチレングリコール、モノステアリン酸プロピレングリコール、ジオレイ
ン酸プロピレングリコールなどが挙げられる。
【００４３】
　金属セッケンとしては、ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸マグネシウム、ステ
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アリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム、パルミチン酸亜鉛、ミリスチン酸マグネシウム
、ラウリン酸亜鉛、ウンデシレン酸亜鉛などが挙げられる。
【００４４】
　ガム質及び水溶性高分子化合物としては、アラビアゴム、ベンゾインゴム、ダンマルゴ
ム、グアヤク脂、アイルランド苔、カラヤゴム、トラガントゴム、キャロブゴム、クイン
シード、寒天、カゼイン、デキストリン、ゼラチン、ペクチン、デンプン、カラギーナン
、カルボキシアルキルキチン、キトサン、ヒドロキシアルキルキチン、低分子キトサン、
キトサン塩、硫酸化キチン、リン酸化キチン、アルギン酸及びその塩、ヒアルロン酸及び
その塩、コンドロイチン硫酸、ヘパリン、エチルセルロース、メチルセルロース、カルボ
キシメチルセルロース、カルボキシエチルセルロース、カルボキシエチルセルロースナト
リウム、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ニトロセルロー
ス、結晶セルロース、ポリビニルアルコール、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルピ
ロリドン、ポリビニルメタアクリレート、ポリアクリル酸塩、ポリエチレンオキサイドや
ポリプロピレンオキサイド等のポリアルキレンオキサイド又はその架橋重合物、カルボキ
シビニルポリマー、ポリエチレンイミンなどが挙げられる。
【００４５】
　界面活性剤としては、アニオン界面活性剤（カルボン酸塩，スルホン酸塩，硫酸エステ
ル塩，リン酸エステル塩）、カチオン界面活性剤（アミン塩，四級アンモニウム塩）、両
性界面活性剤（カルボン酸型両性界面活性剤，硫酸エステル型両性界面活性剤，スルホン
酸型両性界面活性剤，リン酸エステル型両性界面活性剤）、非イオン界面活性剤（エーテ
ル型非イオン界面活性剤，エーテルエステル型非イオン界面活性剤，エステル型非イオン
界面活性剤，ブロックポリマー型非イオン界面活性剤，含窒素型非イオン界面活性剤）、
その他の界面活性剤（天然界面活性剤，タンパク質加水分解物の誘導体，高分子界面活性
剤，チタン・ケイ素を含む界面活性剤，フッ化炭素系界面活性剤などが挙げられる。
【００４６】
　ビタミン類としては、ビタミンＡ群ではレチノール、レチナール（ビタミンＡ1）、デ
ヒドロレチナール（ビタミンＡ2）、カロチン、リコピン（プロビタミンＡ）、ビタミン
Ｂ群では、チアミン塩酸塩、チアミン硫酸塩（ビタミンＢ1）、リボフラビン（ビタミン
Ｂ2）、ピリドキシン（ビタミンＢ6）、シアノコバラミン（ビタミンＢ12）、葉酸類、ニ
コチン酸類、パントテン酸類、ビオチン類、コリン、イノシトール類、ビタミンＣ群では
、アスコルビン酸及びその誘導体、ビタミンＤ群では、エルゴカルシフェロール（ビタミ
ンＤ2）、コレカルシフェロール（ビタミンＤ3）、ジヒドロタキステロール、ビタミンＥ
群では、トコフェロール及びその誘導体、ユビキノン類、ビタミンＫ群では、フィトナジ
オン（ビタミンＫ1）、メナキノン（ビタミンＫ2）、メナジオン（ビタミンＫ3）、メナ
ジオール（ビタミンＫ4）などが挙げられる。
【００４７】
　アミノ酸としては、バリン、ロイシン、イソロイシン、トレオニン、メチオニン、フェ
ニルアラニン、トリプトファン、リジン、グリシン、アラニン、アスパラギン、グルタミ
ン、セリン、システイン、シスチン、チロシン、プロリン、ヒドロキシプロリン、アスパ
ラギン酸、グルタミン酸、ヒドロキシリジン、アルギニン、オルニチン、ヒスチジンなど
や、それらの硫酸塩、リン酸塩、硝酸塩、クエン酸塩、あるいはピロリドンカルボン酸の
如きアミノ酸誘導体などが挙げられる。
【００４８】
　美白剤としては、アスコルビン酸又はその誘導体、イオウ、胎盤加水分解物、エラグ酸
又はその誘導体、コウジ酸又はその誘導体、グルコサミン又はその誘導体、アルブチン又
はその誘導体、ヒドロキシケイヒ酸又はその誘導体、グルタチオン、アルニカエキス、オ
ウゴンエキス、ソウハクヒエキス、サイコエキス、ボウフウエキス、マンネンタケ菌糸体
培養物又はその抽出物、シナノキエキス、モモ葉エキス、エイジツエキス、クジンエキス
、ジユエキス、トウキエキス、ヨクイニンエキス、カキ葉エキス、ダイオウエキス、ボタ
ンピエキス、ハマメリスエキス、マロニエエキス、オトギリソウエキス、油溶性カンゾウ
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エキスなどが挙げられる。
【００４９】
　保湿剤としては、ヒアルロン酸、ポリグルタミン酸、セリン、グリシン、スレオニン、
アラニン、コラーゲン、加水分解コラーゲン、ヒドロネクチン、フィブロネクチン、ケラ
チン、エラスチン、ローヤルゼリー、コンドロイチン硫酸ヘパリン、グリセロリン脂質、
グリセロ糖脂質、スフィンゴリン脂質、スフィンゴ糖脂質、リノール酸又はそのエステル
類、エイコサペンタエン酸又はそのエステル類、ペクチン、ビフィズス菌発酵物、乳酸発
酵物、酵母抽出物、レイシ菌糸体培養物又はその抽出物、小麦胚芽油、アボガド油、米胚
芽油、ホホバ油、ダイズリン脂質、γ－オリザノール、ビロウドアオイエキス、ヨクイニ
ンエキス、ジオウエキス、タイソウエキス、カイソウエキス、キダチアロエエキス、ゴボ
ウエキス、マンネンロウエキス、アルニカエキス、小麦フスマなどが挙げられる。
【００５０】
　育毛剤としては、ペンタデカン酸グリセリド、コレウスエキス、ゲンチアナエキス、マ
ツカサエキス、ローヤルゼリーエキス、クマザサエキス、ｔ-フラバノン、6-ベンジルア
ミノプリン、センブリエキス、塩化カルプロニウム、ミノキシジル、フィナステリド、ア
デノシン、ニコチン酸アミド、桑の根エキス、ジオウエキス、5-アミノレブリン酸などが
挙げられる。
【００５１】
　動物或いは植物、生薬の抽出物やエキスとしては、アセンヤク（阿仙薬）、アシタバ、
アセロラ、アルテア、アルニカ、アボカド、アマチャ（甘茶）、アロエ、アロエベラ、イ
ラクサ、イチョウ（銀杏葉，銀杏）、ウイキョウ（茴香）、ウコン（鬱金）、ウスバサイ
シン（細辛）、ウメ（烏梅）、ウラジロガシ、ウワウルシ、ノイバラ（営実）、ヒキオコ
シ（延命草）、オウギ（黄耆）、コガネバナ（オウゴン）、ヤマザクラ（桜皮）、キハダ
（黄柏）、オウレン（黄連）、オタネニンジン（人参）、オトギリソウ（弟切草）、オド
リコソウ、オランダガラシ、オレンジ、イトヒメハギ（遠志）、ウツボグサ（夏枯草）、
ツルドクダミ（何首烏）、エンジュ（槐花）、ヨモギ（ガイ葉）、ガジュツ（莪朮）、ク
ズ（葛根）、カノコソウ（吉草根）、カミツレ、キカラスウリ（瓜呂根）、カワラヨモギ
（茵チン蒿）、カンゾウ（甘草）、フキタンポポ（款冬花，款冬葉）、キイチゴ、キウイ
果実、キキョウ（桔梗）、キク（菊花）、キササゲ（梓実）、ミカン属植物果実（枳実）
、タチバナ(橘皮)、キュウリ、ウドまたはシシウド（羌活，独活）、アンズ（杏仁）、ク
コ（地骨皮，枸杞子，枸杞葉）、クララ（苦参）、クスノキ、クマザサ、グレープフルー
ツ果実、ニッケイ（桂皮）、ケイガイ（ケイガイ）、エビスグサ（決明子）、マルバアサ
ガオ又はアサガオ（ケン牛子）、ベニバナ（紅花）、ゴバイシ（五倍子）、コンフリー、
コパイバ、クチナシ（山梔子）、ゲンチアナ、ホオノキ（厚朴）、ヒナタイノコズチ（牛
膝）、ゴシュユ（呉茱萸）、ゴボウ、チョウセンゴミシ（五味子）、米、米ぬか、コムギ
、ミシマサイコ（柴胡）、サフラン、サボンソウ、サンザシ（山ザ子）、サンショウ（山
椒）、サルビア、サンシチニンジン（三七人参）、シイタケ（椎茸）、ジオウ（地黄）、
シクンシ（使君子）、ムラサキ(紫根)、シソ（紫蘇葉，紫蘇子）、カキ（柿蒂）、シャク
ヤク（芍薬）、オオバコ（車前子，車前草）、ショウガ（生姜）、ショウブ（菖蒲）、ト
ウネズミモチ（女貞子）、シモツケソウ、シラカバ、スイカズラ（金銀花，忍冬）、セイ
ヨウキヅタ、セイヨウノコギリソウ、セイヨウニワトコ、アズキ（赤小豆）、ニワトコ（
接骨木）、ゼニアオイ、センキュウ（川キュウ）、センブリ（当薬）、クワ（桑白皮，桑
葉）、ナツメ（大棗）、ダイズ、タラノキ、チクセツニンジン（竹節人参）、ハナスゲ（
知母）、ワレモコウ（地楡）、ドクダミ（十薬）、フユムシナツクサタケ（冬虫夏草）、
トウガラシ、ホオズキ（登呂根）、タチジャコウソウ、リョクチャ（緑茶）、コウチャ（
紅茶）、チョウジ（丁子）、ウンシュウミカン（陳皮）、ツバキ、ツボクサ、トウガラシ
（番椒）、トウキ（当帰）、トウキンセンカ、ダイダイ（橙皮）、ワレモコウ（地楡）、
トウモロコシ（南蛮毛）、トチュウ（杜仲，杜仲葉）、トマト、ナンテン（南天実）、ニ
ンニク（大サン）、オオムギ（麦芽）、ハクセン（白蘚皮）、ジャノヒゲ（麦門冬）、パ
セリ、バタタ、ハッカ（薄荷）、ハマメリス、バラ、ビワ葉（枇杷葉）、マツホド（茯リ
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ョウ）、ブドウまたはその葉、ヘチマ、ボダイジュ、ボタン（牡丹皮）、ホップ、マイカ
イ（マイ瑰花）、松葉、マロニエ、マンネンロウ、ムクロジ、メリッサ、メリロート、ボ
ケ（木瓜）、モヤシ、モモ（桃仁，桃葉）、ヒオウギ（射干）、ビンロウジュ（檳ロウ子
）、メハジキ（益母草）、ヤグルマギク、ユキノシタ（虎耳草）、ヤマモモ（楊梅皮）、
ヤシャブシ（矢車）、ハトムギ（ヨクイニン）、モウコヨモギ、ヤマヨモギ、ラベンダー
、リンゴ果実、マンネンタケ（霊芝）、レモン果実、レンギョウ（連翹）、レンゲソウ、
ゲンノショウコ（老鸛草）、ハシリドコロ（ロート根）、鶏トサカ、牛・人の胎盤抽出物
、豚・牛の胃、十二指腸、或いは腸の抽出物若しくはその分解物、水溶性コラーゲン、水
溶性コラーゲン誘導体、コラーゲン加水分解物、エラスチン、エラスチン加水分解物、水
溶性エラスチン誘導体、シルク蛋白、シルク蛋白分解物、牛血球蛋白分解物などが挙げら
れる。
【００５２】
　微生物培養代謝物としては、酵母エキス、亜鉛含有酵母エキス、ゲルマニウム含有酵母
エキス、セレン含有酵母エキス、マグネシウム含有酵母エキス、米醗酵エキス、ユーグレ
ナ抽出物、脱脂粉乳の乳酸発酵物などが挙げられる。
【００５３】
　α－ヒドロキシ酸としては、グリコール酸、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、乳酸などが
挙げられる。
【００５４】
　無機顔料としては、無水ケイ酸、ケイ酸マグネシウム、タルク、カオリン、ベントナイ
ト、マイカ、雲母チタン、オキシ塩化ビスマス、酸化ジルコニウム、酸化マグネシウム、
酸化亜鉛、酸化チタン、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、黄酸化鉄、ベンガラ、黒酸
化鉄、グンジョウ、酸化クロム、水酸化クロム、カーボンブラック、カラミンなどが挙げ
られる。
【００５５】
　紫外線吸収剤としては、ｐ－アミノ安息香酸誘導体、サルチル酸誘導体、アントラニル
酸誘導体、クマリン誘導体、アミノ酸系化合物、ベンゾトリアゾール誘導体、テトラゾー
ル誘導体、イミダゾリン誘導体、ピリミジン誘導体、ジオキサン誘導体、カンファー誘導
体、フラン誘導体、ピロン誘導体、核酸誘導体、アラントイン誘導体、ニコチン酸誘導体
、ビタミンＢ6誘導体、オキシベンゾン、ベンゾフェノン、グアイアズレン、シコニン，
バイカリン、バイカレイン、ベルベリンなどが挙げられる。
【００５６】
　収斂剤としては、乳酸、酒石酸、コハク酸、クエン酸、アラントイン、塩化亜鉛、硫酸
亜鉛、酸化亜鉛、カラミン、ｐ－フェノールスルホン酸亜鉛、硫酸アルミニウムカリウム
、レソルシン、塩化第二鉄、タンニン酸などが挙げられる。
【００５７】
　抗酸化剤としては、アスコルビン酸及びその塩、ステアリン酸エステル、トコフェロー
ル及びそのエステル誘導体、ノルジヒドログアセレテン酸、ブチルヒドロキシトルエン（
ＢＨＴ）、ブチルヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）、パラヒドロキシアニソール、没食子
酸プロピル、セサモール、セサモリン、ゴシポールなどが挙げられる。
【００５８】
　抗炎症剤としては、イクタモール、インドメタシン、カオリン、サリチル酸、サリチル
酸ナトリウム、サリチル酸メチル、アセチルサリチル酸、塩酸ジフェンヒドラミン、ｄ又
はｄｌ－カンフル、ヒドロコルチゾン、グアイアズレン、カマズレン、マレイン酸クロル
フェニラミン、グリチルリチン酸及びその塩、グリチルレチン酸及びその塩などが挙げら
れる。
【００５９】
　殺菌・消毒薬としては、アクリノール、イオウ、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼト
ニウム、塩化メチルロザニリン、クレゾール、グルコン酸カルシウム、グルコン酸クロル
ヘキシジン、スルファミン、マーキュロクロム、ラクトフェリン又はその加水分解物など
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が挙げられる。
【００６０】
　頭髪用剤としては、二硫化セレン、臭化アルキルイソキノリニウム液、ジンクピリチオ
ン、ビフェナミン、チアントール、カスタリチンキ、ショウキョウチンキ、トウガラシチ
ンキ、塩酸キニーネ、強アンモニア水、臭素酸カリウム、臭素酸ナトリウム、チオグリコ
ール酸などが挙げられる。
【００６１】
　香料としては、ジャコウ、シベット、カストリウム、アンバーグリスなどの天然動物性
香料、アニス精油、アンゲリカ精油、イラン精油、イリス精油、ウイキョウ精油、オレン
ジ精油、カナンガ精油、カラウェー精油、カルダモン精油、グアヤクウッド精油、クミン
精油、黒文字精油、ケイ皮精油、シンナモン精油、ゲラニウム精油、コパイババルサム精
油、コリアンデル精油、シソ精油、シダーウッド精油、シトロネラ精油、ジャスミン精油
、ジンジャーグラス精油、杉精油、スペアミント精油、西洋ハッカ精油、大茴香精油、チ
ュベローズ精油、丁字精油、橙花精油、冬緑精油、トルーバルサム精油、バチュリー精油
、バラ精油、パルマローザ精油、檜精油、ヒバ精油、白檀精油、プチグレン精油、ベイ精
油、ベチバ精油、ベルガモット精油、ペルーバルサム精油、ボアドローズ精油、芳樟精油
、マンダリン精油、ユーカリ精油、ライム精油、ラベンダー精油、リナロエ精油、レモン
グラス精油、レモン精油、ローズマリー精油、和種ハッカ精油などの植物性香料、その他
合成香料などが挙げられる。
【００６２】
　色素・着色剤としては、赤キャベツ色素、赤米色素、アカネ色素、アナトー色素、イカ
スミ色素、ウコン色素、エンジュ色素、オキアミ色素、柿色素、カラメル、金、銀、クチ
ナシ色素、コーン色素、タマネギ色素、タマリンド色素、スピルリナ色素、ソバ全草色素
、チェリー色素、海苔色素、ハイビスカス色素、ブドウ果汁色素、マリーゴールド色素、
紫イモ色素、紫ヤマイモ色素、ラック色素、ルチンなどが挙げられる。
【００６３】
　甘味料としては、砂糖、甘茶、果糖、アラビノース、ガラクトース、キシロース、マン
ノース、麦芽糖、蜂蜜、ブドウ糖、ミラクリン、モネリンなどが挙げられる。
【００６４】
　栄養強化剤としては、貝殻焼成カルシウム、シアノコラバミン、酵母、小麦胚芽、大豆
胚芽、卵黄粉末、ヘミセルロース、ヘム鉄などが挙げられる。
【００６５】
　その他、ホルモン類、金属イオン封鎖剤、ｐＨ調整剤、キレート剤、防腐・防バイ剤、
清涼剤、安定化剤、乳化剤、動・植物性蛋白質及びその分解物、動・植物性多糖類及びそ
の分解物、動・植物性糖蛋白質及びその分解物、血流促進剤、消炎剤・抗アレルギー剤、
細胞賦活剤、角質溶解剤、創傷治療剤、増泡剤、増粘剤、口腔用剤、消臭・脱臭剤、苦味
料、調味料、酵素などが挙げられる。
【００６６】
　本発明の剤型は任意であり、アンプル状、カプセル状、粉末状、顆粒状、丸剤、錠剤状
、固形状、液状、ゲル状、気泡状、乳液状、クリーム状、軟膏状、シート状、ムース状な
どの医薬部外品類、皮膚・頭髪用化粧品類及び浴用剤、飲食品類、医薬品類に配合して用
いることができる。
【００６７】
　具体的には化粧品類、医薬部外品類としては、例えば内用・外用薬用製剤、化粧水、乳
液、クリーム、軟膏、ローション、オイル、パックなどの基礎化粧料、洗顔料や皮膚洗浄
料、シャンプー、リンス、ヘアートリートメント、ヘアクリーム、ポマード、ヘアスプレ
ー、整髪料、パーマ剤、ヘアートニック、染毛料、育毛・養毛料などの頭髪化粧料、ファ
ンデーション、白粉、おしろい、口紅、頬紅、アイシャドウ、アイライナー、マスカラ、
眉墨、まつ毛などのメークアップ化粧料、美爪料などの仕上げ用化粧料、香水類、浴用剤
、その他、歯磨き類、口中清涼剤・含嗽剤、液臭・防臭防止剤、衛生用品、衛生綿類、ウ
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エットティッシュなどが挙げられる。
【００６８】
　飲食品類としては、例えば清涼飲料、炭酸飲料、栄養飲料、果実飲料、乳酸飲料等の飲
料、アイスクリーム、アイスシャーベット、かき氷等の冷菓、そば、うどん、はるさめ、
ぎょうざの皮、しゅうまいの皮、中華麺、即席麺等の麺類、飴、キャンディー、ガム、チ
ョコレート、錠菓、スナック菓子、ビスケット、ゼリー、ジャム、クリーム、焼き菓子、
パン等の菓子類、カニ、サケ、アサリ、マグロ、イワシ、エビ、カツオ、サバ、クジラ、
カキ、サンマ、イカ、アカガイ、ホタテ、アワビ、ウニ、イクラ、トコブシ等の水産物、
かまぼこ、ハム、ソーセージ等の水産・畜産加工食品、粉乳、加工乳、発酵乳等の乳製品
、サラダ油、てんぷら油、マーガリン、マヨネーズ、ショートニング、ホイップクリーム
、ドレッシング等の油脂及び油脂加工食品、ソース、たれ等の調味料、カレー、シチュー
、親子丼、お粥、雑炊、中華丼、かつ丼、天丼、うな丼、ハヤシライス、おでん、マーボ
ドーフ、牛丼、ミートソース、玉子スープ、オムライス、餃子、シューマイ、ハンバーグ
、ミートボール等のレトルトパウチ食品、種々の形態の健康・栄養補助食品、保健機能食
品、錠剤、カプセル剤、ドリンク剤、トローチなどが挙げられる。
【００６９】
　本発明の細胞賦活化剤、抗老化剤、細胞外マトリックス産生促進剤、コラーゲン産生促
進剤、ヒアルロン酸産生促進剤はヒトに対して好適に適用されるものであるが、それぞれ
の作用効果が期待できる限り、ヒト以外の動物に対して適用することもできる。
【実施例】
【００７０】
　以下に実施例を示して本発明をより具体的に説明するが、これらは単なる例示であって
、本発明の範囲を何ら限定するものではない。
【００７１】
（ポリアミン分析方法）
　動物、植物、微生物、前記抽出物及び加工物、ポリアミンを含む植物抽出物を有効成分
として含有することを特徴とする細胞賦活化剤、ポリアミンを有効成分として含む植物抽
出物もしくはポリアミン自体を含むことを特徴とする抗老化剤、ポリアミンを有効成分と
して含む植物抽出物もしくはポリアミン自体を含むことを特徴とする細胞外マトリックス
産生促進剤、ポリアミンを含む植物抽出物もしくはポリアミン自体を有効成分とすること
を特徴とする化粧品類、ポリアミンを含む植物抽出物もしくはポリアミン自体を有効成分
とすることを特徴とする医薬部外品類、ポリアミンを含む植物抽出物もしくはポリアミン
自体を有効成分とすることを特徴とする飲食品類、ポリアミンを含む植物抽出液物もしく
はポリアミン自体を有効成分とすることを特徴とする医薬品類などに含まれるポリアミン
含量を以下の方法で調べることができる。植物中のポリアミンは遊離型ポリアミン、化合
型ポリアミン、結合型ポリアミンがあり抽出方法は異なるがいずれも解析することができ
る（Plant Cell Physiol., 43(2), 196-206, 2002, J. Nutr. Biochem., 4, 66-70, 1993
, Biosci. Biotech. Biochem., 61(9), 1582-1584, 1997）。具体例として植物種子の遊
離型ポリアミンの分析方法について詳細に示す。約０．１～１．０ｇのダイズ種子に希釈
内部標準液（１，６－ｈｅｘａｎｅｄｉａｍｉｎｅ、又は１，７－ｄｉａｍｉｎｏｈｅｐ
ｔａｎｅ、内部標準量＝７．５又１２ｎｍｏｌ）と５％過塩素酸水溶液（試料生体重１．
０ｇ当たり５～２０ｍＬ）を加え、ポリトロンミキサーを用いて室温下で十分に磨砕抽出
する。磨砕液を、４℃・３５，０００×ｇで２０分間遠心分離して上清液を採取し本液を
遊離型ポリアミン溶液とする。スクリューキャップ付きのマイクロチューブに１００～４
００μＬの遊離型ポリアミン溶液（植物抽出物，精製植物抽出物）、２００μＬの飽和炭
酸ナトリウム水溶液、２００μＬのダンシルクロライド／アセトン溶液（１０ｍｇ／ｍＬ
）を加えて軽く混和する。チューブの栓をしっかりと閉めたのちアルミ箔で覆い、６０℃
のウォーターバスで１時間加温してダンシル化を行う。チューブを放冷した後、プロリン
水溶液（１００ｍｇ／ｍＬ）を２００μＬ加えて混和する。アルミ箔で覆ってウォーター
バスで３０分間再加温する。放冷後、窒素ガスを吹き付けてアセトンを除いた後に、６０
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０μＬのトルエンを加えて激しく混和する。チューブを静置して２相に分かれた後に、上
層のトルエン層を３００μＬマイクロチューブに分取する。分取したトルエンに窒素ガス
を吹き付けてトルエンを完全除去する。チューブに２００μＬのメタノールを加えてダン
シル化遊離型ポリアミンを溶解させる。プトレシン、スペルミジン、スペルミンの遊離型
ポリアミン量の定量は蛍光検出器（励起波長：365nm・発光波長：510nm）を接続した高速
液体クロマトグラフィーを用いて内部標準法で分析する。ＨＰＬＣカラムはμＢｏｎｄａ
ｐａｋ　Ｃ１８（Ｗａｔｅｒｓ社製：０２７３２４、３．９×３００ｍｍ、粒子径１０μ
ｍ）を使用する。試料中のポリアミン含量は標準液と試料のＨＰＬＣチャートから、それ
ぞれ各ポリアミンと内部標準のピーク面積を求めて算出する。
【００７２】
（実施例１Ａ）ダイズ種子からのポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有
効成分として含む植物抽出物の調製
【００７３】
　１００ｇのダイズ種子（品種‘フクユタカ’）に希釈内部標準液（１，７－ｄｉａｍｉ
ｎｏｈｅｐｔａｎｅ、内部標準量＝１２００ｎｍｏｌ）と４８０ｍＬの５％過塩素酸水溶
液を加えて室温下で一晩放置した。その後、ポリフェノール吸着剤であるポリクラールＶ
Ｔ（ＩＳＰ社製）を１６ｇ添加し、ブレンダーミキサーでダイズ種子を十分に破砕後、室
温下で３０分間放置して酸性条件下で抽出した。破砕物を２℃・２２，０００×ｇで２０
分間遠心分離して液体画分を採取し、３０％の水酸化ナトリウム溶液で中和して本液を植
物抽出物（ダイズ種子抽出物）とした。植物抽出物中にはポリアミンとしてプトレシンが
８．２ｍｇ、スペルミジンが１２．４ｍｇ、スペルミンが６．１ｍｇ含まれており、合計
で２６．７ｍｇであった。さらに回収した植物抽出物を陽イオン交換樹脂（AG 50W-X4, 2
00-400mesh, H＋型, バイオラッド社製）で充填したカラムに通し、ポリアミンを樹脂に
吸着させた。０．７Ｎ ＮａＣｌ／０．１Ｍリン酸ナトリウム溶液（ｐＨ８．０）、水、
１Ｎ塩酸を順次流してカラムを洗浄した。不純物を除去した後に、６Ｎ塩酸でポリアミン
を溶出して３０％の水酸化ナトリウムで中和して本液を精製植物抽出物（精製ダイズ種子
抽出物）とした。精製植物抽出物中にはポリアミンとしてプトレシンが６．４ｍｇ、スペ
ルミジンが１０．４ｍｇ、スペルミンが５．１ｍｇ含まれており、合計で２１．９ｍｇで
あった。植物抽出物と精製植物抽出物のＨＰＬＣ分析のチャート図を図１に示した。プト
レシン（検出時間：10.173分・10.175分）、カダベリン（検出時間：10.903分・10.890分
）、スペルミジン（検出時間：16.050分・16.137分）、スペルミン（検出時間：20.100分
・20.225分）のシャープな単一ピークがいずれの抽出物においても検出され、ポリアミン
が主成分であることが確認された。ポリアミン純度をＨＰＬＣ分析のピーク面積から算出
したところ、植物抽出物は８０～８６％、精製植物抽出物は８８～９３％であった。ポリ
アミンが主成分である理由は、ポリフェノール吸着剤を添加し、酸条件下で抽出すること
で種子タンパク質などの不純物を変性及び吸着除去していることが大きく影響している。
植物抽出物（ダイズ種子抽出物）と精製植物抽出物（精製ダイズ種子抽出物）は電気透析
装置（アシライザー, アストム社製）により脱塩を行い、凍結乾燥により濃縮して種々の
評価に用いた。
【００７４】
　１００ｇのダイズ種子（品種‘フクユタカ’）に希釈内部標準液（１，７－ｄｉａｍｉ
ｎｏｈｅｐｔａｎｅ、内部標準量＝１２００ｎｍｏｌ）と５００ｍＬの１Ｎ塩酸溶液を加
えて低温（４℃）下で一晩放置した。その後、ポリフェノール吸着剤であるポリクラール
ＶＴ（ＩＳＰ社製）を１６ｇ添加し、ブレンダーミキサーでダイズ種子を十分に破砕後、
低温（４℃）下で３０分間放置して酸性条件下で抽出した。破砕物を２℃・２２，０００
×ｇで２０分間遠心分離して液体画分を採取し、３０％の水酸化ナトリウム溶液で中和し
て本液を植物抽出物（ダイズ種子抽出物）とした。植物抽出物中にはポリアミンとしてプ
トレシンが４．１ｍｇ、スペルミジンが９．１ｍｇ、スペルミンが２．９ｍｇ含まれてお
り、合計で１６．１ｍｇであった。回収した植物抽出物（ダイズ種子抽出物）を電気透析
装置（アシライザー, アストム社製）により脱塩を行い、凍結乾燥により濃縮して種々の
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評価に用いた。
【００７５】
　以上の結果から、ダイズ種子から工業的又は実用的に利用できるポリアミンを含む植物
抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物を得ることができた。特に
、植物から１Ｎ塩酸でポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分とし
て含む植物抽出物が回収できることが確認できたことから、安全性に優れたポリアミンを
含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物を提供することが
できる。塩酸でポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む
植物抽出物を回収し、３０％の水酸化ナトリウムで中和すれば、ごく一般的なイオンによ
る中和反応となり、ポリアミンの抽出に一般的に用いられるトリクロロ酢酸に比べて安全
性が高いと考えられる。
【００７６】
（実施例２Ａ）ダイズ芽からのポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効
成分として含む植物抽出物の調製
【００７７】
　ダイズ種子（品種‘フクユタカ’）を吸水させて、光条件下又は暗黒条件下、２６℃で
２日間培養して発芽させた。光条件下又は暗黒条件下で培養した発芽ダイズの芽部分をそ
れぞれ約５０ｇサンプリングした。５０ｇのダイズ芽に希釈内部標準液（１，７－ｄｉａ
ｍｉｎｏｈｅｐｔａｎｅ、内部標準量＝６００ｎｍｏｌ）、２５０ｍＬの５％過塩素酸水
溶液、ポリフェノール吸着剤であるポリクラールＶＴ（ＩＳＰ社製）を８ｇ添加し、ホモ
ジナイザーでダイズ芽を十分に破砕した。次に室温下で３０分間放置して酸性条件下で抽
出した。破砕物を２℃・２２，０００×ｇで２０分間遠心分離して液体画分を採取し、３
０％の水酸化ナトリウム溶液で中和して本液を植物抽出物（ダイズ芽抽出物）とした。光
条件下で発芽させたダイズ芽から植物抽出物中にはポリアミンとしてプトレシンとカダベ
リンが２６．２ｍｇ、スペルミジンが１．８ｍｇ、スペルミンが０．２ｍｇ含まれており
、合計で２８．２ｍｇであった。暗黒条件下で発芽させたダイズ芽から植物抽出物中には
ポリアミンとしてプトレシンとカダベリンが１７．１ｍｇ、スペルミジンが１．６ｍｇ、
スペルミンが０．２ｍｇ含まれており、合計で１８．９ｍｇであった。回収した植物抽出
物（ダイズ芽抽出物）を電気透析装置（アシライザー, アストム社製）により脱塩を行い
、凍結乾燥により濃縮して種々の評価に用いた。
【００７８】
　以上の結果から、ダイズの芽には特にプトレシンとカダベリンが多く含まれていること
が明らかとなった。ポリアミンの中でもプトレシンやカダベリンを特に有効成分として利
用する際には、ダイズの芽を抽出材料として利用することが望ましい。ダイズ芽から工業
的又は実用的に利用できるポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分
として含む植物抽出物を得ることができた。
【００７９】
（実施例３Ａ）ダイズ胚芽（ダイズ胚）からのポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポ
リアミンを有効成分として含む植物抽出物の調製
【００８０】
　１００ｇのダイズ胚芽（フォーユー社製）に希釈内部標準液（１，７－ｄｉａｍｉｎｏ
ｈｅｐｔａｎｅ、内部標準量＝１２００ｎｍｏｌ）、５００ｍＬの５％過塩素酸水溶液を
加えて室温下で１時間放置した。その後、ポリフェノール吸着剤であるポリクラールＶＴ
（ＩＳＰ社製）を１６ｇ添加し、ブレンダーミキサーでダイズ胚芽を十分に破砕後、室温
下で３０分間放置して酸性条件下で抽出した。破砕物を２℃・２２，０００×ｇで２０分
間遠心分離して液体画分を採取し、３０％の水酸化ナトリウム溶液で中和して本液を植物
抽出物（ダイズ胚芽抽出物）とした。植物抽出物中にはポリアミンとしてプトレシンが２
３．５ｍｇ、スペルミジンが２４．０ｍｇ、スペルミンが９．６ｍｇ含まれており、合計
で５７．１ｍｇであった。さらに回収した植物抽出物を陽イオン交換樹脂（AG 50W-X4, 2
00-400mesh, H＋型, バイオラッド社製）で充填したカラムに通し、ポリアミンを樹脂に
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吸着させた。０．７Ｎ ＮａＣｌ／０．１Ｍリン酸ナトリウム溶液（ｐＨ８．０）、水、
１Ｎ塩酸を順次流してカラムを洗浄した。不純物を除去した後に、６Ｎ塩酸でポリアミン
を溶出して３０％の水酸化ナトリウムで中和して本液を精製植物抽出物（精製ダイズ胚芽
抽出物）とした。精製植物抽出物中にはポリアミンとしてプトレシンが２０．４ｍｇ、ス
ペルミジンが２２．３ｍｇ、スペルミンが７．７ｍｇ含まれており、合計で５０．４ｍｇ
であった。植物抽出物（ダイズ胚芽抽出物）と精製植物抽出物（精製ダイズ胚芽抽出物）
は電気透析装置（アシライザー, アストム社製）により脱塩を行い、凍結乾燥により濃縮
して種々の評価に用いた。
【００８１】
　１ｋｇのダイズ胚芽（フォーユー社製）に希釈内部標準液（１，７－ｄｉａｍｉｎｏｈ
ｅｐｔａｎｅ、内部標準量＝１０μｍｏｌ）、５Ｌの１Ｎ塩酸溶液を加えて室温下で１時
間放置した。その後、ポリフェノール吸着剤であるポリクラールＶＴ（ＩＳＰ社製）を８
０ｇ添加し、ホモジナイザーでダイズ胚芽を十分に破砕後、室温下で１時間放置して酸性
条件下で抽出した。破砕物を２℃・２２，０００×ｇで３０分間遠心分離して液体画分を
採取し、３０％の水酸化ナトリウム溶液で中和して本液を植物抽出物（ダイズ胚芽抽出物
）とした。植物抽出物中にはポリアミンとしてプトレシンが２３５．１ｍｇ、スペルミジ
ンが２４１．８ｍｇ、スペルミンが８０．１ｍｇ含まれており、合計で５５７．０ｍｇで
あった。植物抽出物のＨＰＬＣ分析のチャート図を図２に示した。プトレシン（検出時間
：10.925分）、スペルミジン（検出時間：15.898分）、スペルミン（検出時間：20.025分
）のシャープな単一ピークが検出された。13.002分の単一ピークは希釈内部標準液（１，
７－ｄｉａｍｉｎｏｈｅｐｔａｎｅ）である。各ポリアミンのシャープな単一ピークが植
物抽出物で検出され、ポリアミンが主成分であることが確認された。植物抽出物が高純度
である理由は、胚芽（胚）部分のみを用いることで種子タンパク質等の混入が低いことと
、ポリフェノール吸着剤を添加し、酸条件下で抽出することで種子タンパク質などの不純
物を変性及び吸着除去していることが大きく影響している。植物抽出物（ダイズ胚芽抽出
物）は電気透析装置（アシライザー, アストム社製）により脱塩を行い、凍結乾燥により
濃縮して種々の評価に用いた。
【００８２】
　以上の結果から、ダイズ胚芽（ダイズ胚）から極めて高含量なポリアミンを含む植物抽
出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物が得ることが明らかとなった
。特にダイズ胚芽から、これ程の量のポリアミンが回収された報告は全くなく、ダイズ胚
芽中にポリアミン含量が著しく高いことについても始めての知見であった。これまでにポ
リアミン又はポリアミン組成物を植物から抽出して工業的に利用する場合、植物中に含ま
れるポリアミン含量が極めて低く、さらに抽出効率が低いことが大きな問題であったが、
１ｋｇのダイズ胚芽（ダイズ芽）から約０．５ｇのポリアミン又はポリアミン組成物が回
収できたことから、生産コストの面でも大きな改善がなされた。植物から１Ｎ塩酸でポリ
アミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物が回収で
きることが確認できたことから、安全性に優れたポリアミンを含む植物抽出物及び／又は
ポリアミンを有効成分として含む植物抽出物を提供することができる。
【００８３】
（実施例４Ａ）
Ｉ．コムギ胚芽（コムギ胚）からのポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを
有効成分として含む植物抽出物の調製
【００８４】
　１００ｇのコムギ胚芽（培焼・ローストタイプ，日清ファルマ社製）に希釈内部標準液
（１，７－ｄｉａｍｉｎｏｈｅｐｔａｎｅ、内部標準量＝１２００ｎｍｏｌ）、５００ｍ
Ｌの５％過塩素酸水溶液を加えて室温下で１時間放置した。その後、ポリフェノール吸着
剤であるポリクラールＶＴ（ＩＳＰ社製）を１６ｇ添加し、ブレンダーミキサーでダイズ
胚芽を十分に破砕後、室温下で３０分間放置して酸性条件下で抽出した。破砕物を２℃・
２２，０００×ｇで２０分間遠心分離して液体画分を採取し、３０％の水酸化ナトリウム
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溶液で中和して本液を植物抽出物（コムギ胚芽抽出物）とした。植物抽出物中にはポリア
ミンとしてプトレシンが６．４ｍｇ、スペルミジンが２３．９ｍｇ、スペルミンが１４．
３ｍｇ含まれており、合計で４４．６ｍｇであった。さらに回収した植物抽出物を陽イオ
ン交換樹脂（AG 50W-X4, 200-400mesh, H＋型, バイオラッド社製）で充填したカラムに
通し、ポリアミンを樹脂に吸着させた。０．７Ｎ ＮａＣｌ／０．１Ｍリン酸ナトリウム
溶液（ｐＨ８．０）、水、１Ｎ塩酸を順次流してカラムを洗浄した。不純物を除去した後
に、６Ｎ塩酸でポリアミンを溶出して３０％の水酸化ナトリウムで中和して本液を精製植
物抽出物（精製コムギ胚芽抽出物）とした。精製植物抽出物中にはポリアミンとしてプト
レシンが５．７ｍｇ、スペルミジンが２１．５ｍｇ、スペルミンが１２．９ｍｇ含まれて
おり、合計で４０．１ｍｇであった。植物抽出物（コムギ胚芽抽出物）と精製植物抽出物
（精製コムギ胚芽抽出物）は電気透析装置（アシライザー, アストム社製）により脱塩を
行い、凍結乾燥により濃縮して種々の評価に用いた。
【００８５】
　１ｋｇのコムギ胚芽（培焼・ローストタイプ，日清ファルマ社製）に希釈内部標準液（
１，７－ｄｉａｍｉｎｏｈｅｐｔａｎｅ、内部標準量＝１０μｍｏｌ）、５Ｌの１Ｎ塩酸
溶液を加えて室温下で１時間放置した。その後、ポリフェノール吸着剤であるポリクラー
ルＶＴ（ＩＳＰ社製）を８０ｇ添加し、ホモジナイザーでコムギ胚芽を十分に破砕後、室
温下で１時間放置して酸性条件下で抽出した。破砕物を２℃・２２，０００×ｇで３０分
間遠心分離して液体画分を採取し、３０％の水酸化ナトリウム溶液で中和して本液を植物
抽出物（コムギ胚芽抽出物）とした。植物抽出物中にはポリアミンとしてプトレシンが７
５．１ｍｇ、スペルミジンが２９４．０ｍｇ、スペルミンが１１９．４ｍｇ含まれており
、合計で４８８．５ｍｇであった。植物抽出物のＨＰＬＣ分析のチャート図を図３に示し
た。プトレシン（検出時間：10.110分）、スペルミジン（検出時間：15.892分）、スペル
ミン（検出時間：20.019分）のシャープな単一ピークがそれぞれ検出された。12.994分の
単一ピークは希釈内部標準液（１，７－ｄｉａｍｉｎｏｈｅｐｔａｎｅ）である。各ポリ
アミンのシャープな単一ピークが植物抽出物で検出され、ポリアミンが主成分であること
が確認された。植物抽出物が高純度である理由は、胚芽（胚）部分を用いることで種子タ
ンパク質等の混入が低いことと、ポリフェノール吸着剤を添加し、酸条件下で抽出するこ
とでタンパク質などの不純物を変性又は吸着除去していることが大きく影響している。植
物抽出物（コムギ胚芽抽出物）は電気透析装置（アシライザー, アストム社製）により脱
塩を行い、凍結乾燥により濃縮して種々の評価に用いた。
【００８６】
　以上の結果から、コムギ胚芽（コムギ胚）から工業的又は実用的に利用できるポリアミ
ンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物を得ることが
できた。コムギ胚芽中にはポリアミン以外にも有効な成分が多く含まれていることから、
回収した植物抽出物中には主成分であるポリアミン以外にも有効成分が含まれている可能
性がある。ポリアミン以外の有効成分の効果と作用がポリアミンの効果と作用に混合され
ることによって、より優れた効果と作用がさらに期待できる。植物から１Ｎ塩酸でポリア
ミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物が回収でき
ることが確認できたことから、安全性に優れたポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポ
リアミンを有効成分として含む植物抽出物を提供することができる。
【００８７】
II. 工業化グレードの原料とポリフェノール吸着剤、１Ｎ以下の塩酸で抽出した実験例
【００８８】
　各１ｋｇのダイズ胚芽（大豆胚芽・粉タイプ，フォーユー社製）に各６Ｌの０．１Ｎ、
０．５Ｎ、１Ｎの塩酸溶液を加えた。さらに、ポリフェノール吸着剤であるダイバガンＦ
（ＢＡＳＦ社製）を各８０ｇ添加し、スリーワンモーターで室温下にて２時間攪拌して酸
性条件下で抽出した。攪拌物を４℃、１２，０００×ｇで３０分間遠心分離して液体画分
を採取し、３０％の水酸化ナトリウム溶液で中和した後に４℃、１２，０００×ｇで３０
分間遠心分離して液体画分を採取し、本液を植物抽出物（ダイズ胚芽抽出物）とした。０
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．１Ｎの塩酸による植物抽出物中にはポリアミンとしてプトレシンが２１７．９ｍｇ、ス
ペルミジンが１６３．５ｍｇ、スペルミンが３４．７ｍｇ含まれており、合計で４１６．
１ｍｇであった。０．５Ｎの塩酸による植物抽出物中にはポリアミンとしてプトレシンが
２２６．５ｍｇ、スペルミジンが１７０．０ｍｇ、スペルミンが３６．５ｍｇ含まれてお
り、合計で４３３．０ｍｇであった。１Ｎの塩酸による植物抽出物中にはポリアミンとし
てプトレシンが２３２．４ｍｇ、スペルミジンが１７４．４ｍｇ、スペルミンが３９．９
６ｍｇ含まれており、合計で４４６．７６ｍｇであった。植物抽出物（ダイズ胚芽抽出物
）は電気透析装置（アシライザー, アストム社製）により脱塩を行い、凍結乾燥により濃
縮して種々の評価に用いた。
【００８９】
　以上の結果から、０．１Ｎ、０．５Ｎ、１Ｎの塩酸濃度でもポリアミンを含む植物抽出
物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物が回収できることが確認でき、
安全性や取り扱い上の面でも優れた調製方法が見出された。
【００９０】
III. 工業化グレードの原料とポリフェノール吸着剤、１Ｎ以下の硫酸で抽出した実験例
【００９１】
　各１ｋｇのダイズ胚芽（大豆胚芽・粉タイプ，フォーユー社製）に各６Ｌの０．１Ｎ、
０．５Ｎ、１Ｎの硫酸溶液を加えた。さらに、ポリフェノール吸着剤であるダイバガンＦ
（ＢＡＳＦ社製）を各８０ｇ添加し、スリーワンモーターで室温下にて２時間攪拌して酸
性条件下で抽出した。攪拌物を４℃・１２，０００×ｇで３０分間遠心分離して液体画分
を採取し、３０％の水酸化ナトリウム溶液で中和した後に４℃・１２，０００×ｇで３０
分間遠心分離して液体画分を採取し、本液を植物抽出物（ダイズ胚芽抽出物）とした。０
．１Ｎの硫酸による植物抽出物中にはポリアミンとしてプトレシンが２２０．８ｍｇ、ス
ペルミジンが１６５．７ｍｇ、スペルミンが３５．１ｍｇ含まれており、合計で４２１．
６ｍｇであった。０．５Ｎの硫酸による植物抽出物中にはポリアミンとしてプトレシンが
２２３．７ｍｇ、スペルミジンが１６７．９ｍｇ、スペルミンが３５．５ｍｇ含まれてお
り、合計で４２７．１ｍｇであった。１Ｎの硫酸による植物抽出物中にはポリアミンとし
てプトレシンが２２９．４ｍｇ、スペルミジンが１７２．２ｍｇ、スペルミンが３６．５
ｍｇ含まれており、合計で４３８．１ｍｇであった。植物抽出物（ダイズ胚芽抽出物）は
電気透析装置（アシライザー, アストム社製）により脱塩を行い、凍結乾燥により濃縮し
て種々の評価に用いた。
【００９２】
　以上の結果から、０．１Ｎ、０．５Ｎ、１Ｎの硫酸濃度でもポリアミンを含む植物抽出
物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物が回収できることが確認でき、
安全性や取り扱い上の面でも優れた調製方法が見出された。
【００９３】
IV. 工業化グレードの原料とポリフェノール吸着剤、１Ｎ以下の塩酸で抽出した実験例
【００９４】
　各１ｋｇのコムギ胚芽（特脱脂小麦胚芽・微粉末タイプ・20kg入り，日清ファルマ社製
）に各４Ｌの０．１Ｎ、０．５Ｎ、１Ｎの塩酸溶液を加えた。さらに、ポリフェノール吸
着剤であるダイバガンＦ（ＢＡＳＦ社製）を各８０ｇ添加し、スリーワンモーターで室温
下にて２時間攪拌して酸性条件下で抽出した。攪拌物を４℃・１２，０００×ｇで３０分
間遠心分離して液体画分を採取し、３０％の水酸化ナトリウム溶液で中和した後に４℃・
１２，０００×ｇで３０分間遠心分離して液体画分を採取し、本液を植物抽出物（コムギ
胚芽抽出物）とした。０．１Ｎの塩酸による植物抽出物中にはポリアミンとしてプトレシ
ンが４８．４ｍｇ、スペルミジンが２０１．６ｍｇ、スペルミンが４６ｍｇ含まれており
、合計で２９６ｍｇであった。０．５Ｎの塩酸による植物抽出物中にはポリアミンとして
プトレシンが４８．４ｍｇ、スペルミジンが１８３．６ｍｇ、スペルミンが５０．８ｍｇ
含まれており、合計で２８２．８ｍｇであった。１Ｎの塩酸による植物抽出物中にはポリ
アミンとしてプトレシンが５１．２ｍｇ、スペルミジンが２０４．４ｍｇ、スペルミンが
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５６．６ｍｇ含まれており、合計で３１２．２ｍｇであった。植物抽出物（コムギ胚芽抽
出物）は電気透析装置（アシライザー, アストム社製）により脱塩を行い、凍結乾燥によ
り濃縮して種々の評価に用いた。
【００９５】
　以上の結果から、０．１Ｎ、０．５Ｎ、１Ｎの塩酸濃度でもポリアミンを含む植物抽出
物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物が回収できることが確認でき、
安全性や取り扱い上の面でも優れた調製方法が見出された。
【００９６】
V. 工業化グレードの原料とポリフェノール吸着剤、１Ｎ以下の硫酸で抽出した実験例
【００９７】
　各１ｋｇのコムギ胚芽（特脱脂小麦胚芽・微粉末タイプ・20kg入り，日清ファルマ社製
）に各４Ｌの０．１Ｎ、０．５Ｎ、１Ｎの硫酸溶液を加えた。さらに、ポリフェノール吸
着剤であるダイバガンＦ（ＢＡＳＦ社製）を各８０ｇ添加し、スリーワンモーターで室温
下にて２時間攪拌して酸性条件下で抽出した。攪拌物を４℃・１２，０００×ｇで３０分
間遠心分離して液体画分を採取し、３０％の水酸化ナトリウム溶液で中和した後に４℃・
１２，０００×ｇで３０分間遠心分離して液体画分を採取し、本液を植物抽出物（コムギ
胚芽抽出物）とした。０．１Ｎの硫酸による植物抽出物中にはポリアミンとしてプトレシ
ンが５０ｍｇ、スペルミジンが１９５．６ｍｇ、スペルミンが４６．４ｍｇ含まれており
、合計で２９２ｍｇであった。０．５Ｎの硫酸による植物抽出物中にはポリアミンとして
プトレシンが５０ｍｇ、スペルミジンが２０１．６ｍｇ、スペルミンが５６．６ｍｇ含ま
れており、合計で３０８．２ｍｇであった。１Ｎの硫酸による植物抽出物中にはポリアミ
ンとしてプトレシンが５２．８ｍｇ、スペルミジンが１９７．２ｍｇ、スペルミンが５８
．４ｍｇ含まれており、合計で３０８．４ｍｇであった。植物抽出物（コムギ胚芽抽出物
）は電気透析装置（アシライザー, アストム社製）により脱塩を行い、凍結乾燥により濃
縮して種々の評価に用いた。
【００９８】
　以上の結果から、０．１Ｎ、０．５Ｎ、１Ｎの硫酸濃度でもポリアミンを含む植物抽出
物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物が回収できることが確認でき、
安全性や取り扱い上の面でも優れた調製方法が見出された。
【００９９】
（実施例５Ａ）豆乳からのポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分
として含む植物抽出物の調製
【０１００】
　１００ｍＬの豆乳（品種‘フクユタカ’）に希釈内部標準液（１，７－ｄｉａｍｉｎｏ
ｈｅｐｔａｎｅ、内部標準量＝１２００ｎｍｏｌ）、１００ｍＬの５％過塩素酸水溶液を
加えた。その後、ミキサーで十分に混合後、室温下で３０分間放置して酸性条件下で抽出
した。混合物を４℃・２７，７００×ｇで２０分間遠心分離して液体画分を採取し、３０
％の水酸化ナトリウム溶液で中和して本液を植物抽出物（豆乳抽出物）とした。植物抽出
物中にはポリアミンとしてプトレシンが０．７ｍｇ、スペルミジンが１．９ｍｇ、スペル
ミンが０．７ｍｇ含まれており、合計で３．３ｍｇであった。回収した植物抽出物（豆乳
抽出物）を電気透析装置（アシライザー, アストム社製）により脱塩を行い、凍結乾燥に
より濃縮して種々の評価に用いた。
【０１０１】
　１００ｍＬの豆乳（品種‘フクユタカ’）に希釈内部標準液（１，７－ｄｉａｍｉｎｏ
ｈｅｐｔａｎｅ、内部標準量＝９６０ｎｍｏｌ）、１０％過塩素酸水溶液を２．５ｍＬ（
終濃度０．２５％）、５ｍＬ（終濃度０．５％）、１０ｍＬ（終濃度１％）、２０ｍＬ（
終濃度２％）、４０ｍＬ（終濃度４％）それぞれ加えた。その後、ミキサーで十分に混合
後、室温下で３０分間放置して酸性条件下で抽出した。混合物を２℃・２７，７００×ｇ
で２０分間遠心分離して液体画分を採取し、３０％の水酸化ナトリウム溶液で中和して本
液を植物抽出物（豆乳抽出物）とした。０．２５％の過塩素酸濃度では液体画分が白色を
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呈した。過塩素酸濃度が低いことで、ｐＨ低下によるダイズタンパク質の変性が不十分に
なり液体画分に混入したと考えられる。０．５％と１％の過塩素酸濃度でも僅かに白色を
呈した。ポリアミンの回収量は０．２５％の過塩素酸濃度の植物抽出物ではポリアミン以
外のピークが見られ他の成分の混入が見られた、他の過塩素酸濃度に比べてポリアミン回
収量が低下した。一方、０．５％以上の過塩素酸濃度の植物抽出物では、回収量は同じレ
ベルでポリアミンとしてプトレシンが１．８ｍｇ、スペルミジンが２．８ｍｇ、スペルミ
ンが１．０ｍｇ含まれており、合計で５．６ｍｇであった。回収した植物抽出物（豆乳抽
出物）を電気透析装置（アシライザー, アストム社製）により脱塩を行い、凍結乾燥によ
り濃縮して種々の評価に用いた。０．５％の過塩素酸濃度でもポリアミンを含む植物抽出
物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物が回収できることが確認でき、
安全性の面でも優れた調製方法が見出された。
【０１０２】
　１００ｍＬの豆乳（品種‘フクユタカ’）に希釈内部標準液（１，７－ｄｉａｍｉｎｏ
ｈｅｐｔａｎｅ、内部標準量＝８００ｎｍｏｌ）を加え、６Ｎ塩酸を用いて終濃度が０．
０６２５Ｎ、０．１２５Ｎ、０．２５Ｎ、０．５Ｎ、１Ｎになるように添加した。その後
、ミキサーで十分に混合後、室温下で３０分間放置して酸性条件下で抽出した。混合物を
２℃・２７，７００×ｇで２０分間遠心分離して液体画分を採取し、３０％の水酸化ナト
リウムで中和して本液を植物抽出物（豆乳抽出物）とした。０．０６２５Ｎ、０．１２５
Ｎ、０．２５Ｎ、０．５Ｎの塩酸濃度では液体画分が少し白色を呈した。塩酸濃度が低い
ことで、ｐＨ低下によるダイズタンパク質の変性が不十分になり液体画分に混入したと考
えられる。ポリアミンの回収量は全ての塩酸濃度でほぼ同じレベルでポリアミンとしてプ
トレシンが１．１ｍｇ、スペルミジンが２．３ｍｇ、スペルミンが０．６ｍｇ含まれてお
り、合計で４．０ｍｇであった。回収した植物抽出物（豆乳抽出物）を電気透析装置（ア
シライザー, アストム社製）により脱塩を行い、凍結乾燥により濃縮して種々の評価に用
いた。１Ｎ以下の塩酸でもポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分
として含む植物抽出物が回収できることが確認でき、安全性の面でも優れた調製方法が見
出された。１Ｎの塩酸で回収した植物抽出物のＨＰＬＣ分析のチャート図を図４に示した
。プトレシン（検出時間：10.124分）、スペルミジン（検出時間：15.929分）、スペルミ
ン（検出時間：20.040分）のシャープな単一ピークがそれぞれ検出された。各ポリアミン
のシャープな単一ピークが植物抽出物で検出され、ポリアミンが主成分であることが確認
された。植物抽出物が高純度である理由は、酸条件下で抽出することで豆乳中に混入して
いる種子タンパク質のほとんどが変性し、遠心分離によって沈殿除去されたためである。
【０１０３】
　以上の結果から、豆乳から工業的又は実用的に利用できるポリアミンを含む植物抽出物
及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物を得ることができた。豆乳からポ
リアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物を回収
する場合には、破砕や粉砕処理が不要であり、調製行程が少なくメリットが大きい。豆乳
中にはポリアミン以外にも有効な成分が多く含まれていることから、回収した植物抽出物
中には主成分であるポリアミン以外にも有効成分が含まれている可能性がある。ポリアミ
ン以外の有効成分の効果と作用がポリアミンの効果と作用に混合されることによって、よ
り優れた効果と作用がさらに期待できる。特に、過塩素酸や塩酸の濃度を下げることで、
植物抽出物中のダイズタンパク質の混入量が高めることが確認されたので、用途に応じて
過塩素酸や塩酸の濃度を低くして調製すればよい。豆乳はごく一般的に飲食されているこ
とから豆乳から調製したポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分と
して含む植物抽出物の安全性は極めて高い。
【０１０４】
（実施例６Ａ）オカラからのポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成
分として含む植物抽出物の調製
【０１０５】
　１ｋｇのオカラに希釈内部標準液（１，７－ｄｉａｍｉｎｏｈｅｐｔａｎｅ、内部標準
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量＝１０μｍｏｌ）、５Ｌの５％過塩素酸水溶液を加えて室温下で１時間放置した。その
後、ホモジナイザーでオカラを十分に破砕後、室温下で１時間放置して酸性条件下で抽出
した。破砕物を２℃・２２，０００×ｇで３０分間遠心分離して液体画分を採取し、３０
％の水酸化ナトリウム溶液で中和して本液を植物抽出物（オカラ抽出物）とした。植物抽
出物中にはポリアミンとしてプトレシンが５．４ｍｇ、スペルミジンが１７．８ｍｇ、ス
ペルミンが６．５ｍｇ含まれており、合計で２９．７ｍｇであった。植物抽出物（オカラ
抽出物）は電気透析装置（アシライザー, アストム社製）により脱塩を行い、凍結乾燥に
より濃縮して種々の評価に用いた。
【０１０６】
　以上の結果から、オカラから工業的又は実用的に利用できるポリアミンを含む植物抽出
物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物を得ることができた。オカラは
豆乳採取後の残査であり、ポリアミンがほとんど含まれていないと考えられていたが、豆
乳よりは少ないがポリアミンが多く含まれていることが確認された。オカラは豆乳採取後
の残査であることから、ダイズタンパク質等の含量が低く、植物抽出物中のポリアミン純
度は高く、陽イオン交換樹脂での精製が不要であることも明らかとなった。オカラはその
ほとんどが廃棄されていることから、オカラを生産材料としてポリアミンを含む植物抽出
物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物を回収すれば、産業上大きなメ
リットが期待される。
【０１０７】
（実施例７Ａ）ダイズ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有
効成分として含む植物抽出物による正常ヒト皮膚繊維芽細胞を用いた評価
【０１０８】
　ダイズ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として
含む植物抽出物は実施例３Ａに記載されている植物抽出物（ダイズ胚芽抽出物）と精製植
物抽出物（精製ダイズ胚芽抽出物）を用いた。評価は以下の手順で行った。正常ヒト皮膚
線維芽細胞を１ウェル当たり２．０×１０４個となるように４８穴マイクロプレートに播
種した。播種培地には、ダルベッコ改変イーグル培地（ＤＭＥＭ）に１０％のウシ胎児血
清を添加したものを用いた。３７℃、二酸化炭素濃度５ｖｏｌ％中にて２４時間培養後、
任意のポリアミン濃度の試料を添加した試験培地に交換し、さらに４８時間培養した。次
いで３－(４，５－ジメチル－２－チアゾリル)－２，５－ジフェニルテトラゾリウムブロ
ミド（ＭＴＴ）を１００μｇ／ｍＬ含有する培地に交換して３時間培養し、テトラゾリウ
ム環の開環により生じるフォルマザンを２－プロパノールにて抽出し、マイクロプレート
リーダーにて５５０ｎｍの吸光度を測定した。同時に濁度として６５０ｎｍにおける吸光
度を測定し、両測定値の差により細胞賦活作用を評価した。評価結果を、コントロール（
水添加）における細胞賦活作用を１００とした相対値にて図５に示す。
【０１０９】
　図５より明らかなように、ダイズ胚芽抽出物、精製ダイズ胚芽抽出物を添加した培地で
は、いずれにおいても正常ヒト皮膚線維芽細胞に対して高い細胞賦活・抗老化効果を有し
ていることが認められた。濃度はポリアミン濃度で示した。特に、ダイズ胚芽抽出物では
０．６７μＭ、６．７μＭ、１３．４μＭ（プトレシン濃度９．２μＭ，スペルミジン濃
度３．８μＭ，スペルミン濃度０．４μＭ）、３３．５μＭのポリアミン濃度、精製ダイ
ズ胚芽抽出物では７．４μＭ、１４．８μＭ（プトレシン濃度８．２μＭ，スペルミジン
濃度５．８μＭ，スペルミン濃度０．８μＭ）、３７．０μＭのポリアミン濃度において
ブランク（水）と比較して、いずれも２０％以上の有意な細胞賦活・抗老化作用が認めら
れた。以上のことから、これらのポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有
効成分として含む植物抽出物は、優れた細胞賦活作用を有することが明らかとなり、これ
らを肌に適用することにより、加齢に伴う繊維芽細胞の衰えが軽減されることでコラーゲ
ンやヒアルロン酸の代謝回転速度の低下が小さくなり、極めて優れた老化防止効果を発揮
し、加齢、紫外線曝露等により生じる皮膚のしわ、たるみ等を効果的に改善することがで
きる。
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【０１１０】
（実施例８Ａ）コムギ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有
効成分として含む植物抽出物による正常ヒト皮膚繊維芽細胞を用いた評価
【０１１１】
　コムギ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として
含む植物抽出物は実施例４Ａに記載されている植物抽出物（コムギ胚芽抽出物）と精製植
物抽出物（精製コムギ胚芽抽出物）を用いた。評価は以下の手順で行った。正常ヒト皮膚
線維芽細胞を１ウェル当たり２．０×１０４個となるように４８穴マイクロプレートに播
種した。播種培地には、ダルベッコ改変イーグル培地（ＤＭＥＭ）に１０％のウシ胎児血
清を添加したものを用いた。３７℃、二酸化炭素濃度５ｖｏｌ％中にて２４時間培養後、
任意のポリアミン濃度の試料を添加した試験培地に交換し、さらに４８時間培養した。次
いで３－(４，５－ジメチル－２－チアゾリル)－２，５－ジフェニルテトラゾリウムブロ
ミド（ＭＴＴ）を１００μｇ／ｍＬ含有する培地に交換して３時間培養し、テトラゾリウ
ム環の開環により生じるフォルマザンを２－プロパノールにて抽出し、マイクロプレート
リーダーにて５５０ｎｍの吸光度を測定した。同時に濁度として６５０ｎｍにおける吸光
度を測定し、両測定値の差により細胞賦活作用を評価した。評価結果を、コントロール（
水添加）における細胞賦活作用を１００とした相対値にて図６に示す。
【０１１２】
　図６より明らかなように、コムギ胚芽抽出物、精製コムギ胚芽抽出物を添加した培地で
は、いずれにおいても正常ヒト皮膚線維芽細胞に対して高い細胞賦活・抗老化効果を有し
ていることが認められた。濃度はポリアミン濃度で示した。特に、コムギ胚芽抽出物では
０．３３μＭ、３．３μＭ（プトレシン濃度０．７μＭ，スペルミジン濃度２．３μＭ，
スペルミン濃度０．３μＭ）、６．６μＭ、１６．５μＭのポリアミン濃度、精製コムギ
胚芽抽出物では４．１μＭ、８．２μＭ、２０．５μＭ（プトレシン濃度３．５μＭ，ス
ペルミジン濃度１４．５μＭ，スペルミン濃度２．５μＭ）のポリアミン濃度においてブ
ランク（水）と比較して、いずれも２０％以上の有意な細胞賦活・抗老化作用が認められ
た。以上のことから、これらのポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効
成分として含む植物抽出物は、優れた細胞賦活作用を有することが明らかとなり、これら
を肌に適用することにより、加齢に伴う繊維芽細胞の衰えが軽減されることでコラーゲン
やヒアルロン酸の代謝回転速度の低下が小さくなり、極めて優れた老化防止効果を発揮し
、加齢、紫外線曝露等により生じる皮膚のしわ、たるみ等を効果的に改善することができ
る。
【０１１３】
（実施例９Ａ）ダイズ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有
効成分として含む植物抽出物によるヒト毛乳頭細胞を用いた評価
【０１１４】
・　ヒト毛乳頭細胞の培養方法
　ヒト頭髪毛乳頭細胞（ＴＨＰＣ－００１）トータルキット（ＨＤＰＣトータルキット：
ＴＨＰＣＫ－００１、製造元：セルアプリケイションズインク USA、輸入販売元：東洋紡
績株式会社）を用いて、常法によりヒト毛乳頭細胞を培養した。解凍した細胞を懸濁する
ためのＰＣＧＭ培地を１０ｍＬ、１５ｍＬ遠心チューブに分注し、氷冷しておく。即ち、
凍結したヒト頭髪毛乳頭細胞（ＴＨＰＣ－００１）の入ったバイアル瓶を３７℃の恒温槽
で急速に融解する。このバイアル瓶にＰＣＧＭ培地を１ｍＬ程度徐々に滴下しＤＭＳＯを
希釈後、全量をＰＣＧＭ培地が入った遠心チューブに移し懸濁させる。浮遊細胞を冷却低
遠心機で４℃、１０００ｒｐｍ、５分間遠心する。沈殿した細胞を吸わないように注意し
ながら上清を吸引し、１ｍＬＰＣＧＭ培地に再懸濁させる。この全量を、コラーゲン液で
コートしたＴ－７５フラスコに植え込み、加湿下で、二酸化炭素濃度５ｖｏｌ％、３７℃
に保たれたインキュベーターに入れ静置培養を行う。１日後、培地の交換を行う。以後、
１日おきに培地の交換を行い継代培養する。尚、ＰＣＧＭ培地成分は、１％ＦＢＳを含有
するＰＣＧＭ基礎培地２５０ｍＬに牛下垂体抽出液（ＢＰＥ）１００倍希釈液を２．５ｍ
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Ｌ、牛胎児血清（ＦＣＳ）１００倍希釈液を２．５ｍＬ、インシュリン・トランスフェリ
ン・トリヨードサイロニン溶液（ＩＴＴ）２００倍希釈液を１．２５ｍＬ、サイロプロテ
イン溶液（Ｃｙｐ）２００倍希釈液を１．２５ｍＬ添加したものを用いた。
【０１１５】
・　毛乳頭細胞賦活作用の評価
　ダイズ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として
含む植物抽出物は実施例３Ａに記載されている植物抽出物（ダイズ胚芽抽出物）と精製植
物抽出物（精製ダイズ胚芽抽出物）を用いた。評価は、以下の手順で行った。ヒト毛乳頭
細胞を１ウェル当たり２．０×１０４個となるように４８穴マイクロプレートに播種した
。播種培地には、ダルベッコ改変イーグル培地（ＤＭＥＭ）に１０％のウシ胎児血清を添
加したものを用いた。２４時間培養後、任意のポリアミン濃度の試料を添加した試験培地
に交換し、さらに４８時間培養した。次いで３－(４,５－ジメチル－２－チアゾリル)－
２,５－ジフェニルテトラゾリウムブロミド（ＭＴＴ）を１００μｇ／ｍＬ含有する培地
に交換して３時間培養し、テトラゾリウム環の開環により生じるフォルマザンを２－プロ
パノールにて抽出し、マイクロプレートリーダーにて５５０ｎｍの吸光度を測定した。同
時に濁度として６５０ｎｍにおける吸光度を測定し、両測定値の差により細胞賦活作用を
評価した。評価結果を、試料無添加のブランクにおける細胞賦活作用を１００とした相対
値にて図７に示す。
【０１１６】
　図７より明らかなように、ダイズ胚芽抽出物、精製ダイズ胚芽抽出物を添加した培地で
は、ヒト毛乳頭細胞に対して高い細胞賦活・抗老化効果を有していることが認められた。
濃度はポリアミン濃度で示した。特に、ダイズ胚芽抽出物では６．７μＭ、１３．４μＭ
（プトレシン濃度９．２μＭ，スペルミジン濃度３．８μＭ，スペルミン濃度０．４μＭ
）、３３．５μＭのポリアミン濃度、精製ダイズ胚芽抽出物では７．４μＭ、１４．８μ
Ｍ（プトレシン濃度８．２μＭ，スペルミジン濃度５．８μＭ，スペルミン濃度０．８μ
Ｍ）、３７．０μＭのポリアミン濃度においてブランク（水）と比較して、いずれも２０
％以上の有意な細胞賦活・抗老化作用が認められた。以上のことから、これらのポリアミ
ンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物は、優れた細
胞賦活作用を有することが明らかとなり、これらを肌に適用することにより、極めて優れ
た老化防止効果を発揮し、加齢、紫外線曝露等により生じる皮膚のしわ、たるみ等を効果
的に改善することができる。さらに、ヒト毛乳頭細胞のおいて優れた細胞賦活作用が確認
されたことから、加齢、ストレス、ホルモンバランス、紫外線暴露により生じる毛髪形成
阻害等をポリアミンは効果的に改善することができる。
【０１１７】
（実施例１０Ａ）コムギ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを
有効成分として含む植物抽出物によるヒト毛乳頭細胞を用いた評価
【０１１８】
・　ヒト毛乳頭細胞の培養方法
　ヒト頭髪毛乳頭細胞（ＴＨＰＣ－００１）トータルキット（ＨＤＰＣトータルキット：
ＴＨＰＣＫ－００１、製造元：セルアプリケイションズインク USA、輸入販売元：東洋紡
績株式会社）を用いて、常法によりヒト毛乳頭細胞を培養した。解凍した細胞を懸濁する
ためのＰＣＧＭ培地を１０ｍＬ、１５ｍＬ遠心チューブに分注し、氷冷しておく。即ち、
凍結したヒト頭髪毛乳頭細胞（ＴＨＰＣ－００１）の入ったバイアル瓶を３７℃の恒温槽
で急速に融解する。このバイアル瓶にＰＣＧＭ培地を１ｍＬ程度徐々に滴下しＤＭＳＯを
希釈後、全量をＰＣＧＭ培地が入った遠心チューブに移し懸濁させる。浮遊細胞を冷却低
遠心機で４℃、１０００ｒｐｍ、５分間遠心する。沈殿した細胞を吸わないように注意し
ながら上清を吸引し、１ｍＬＰＣＧＭ培地に再懸濁させる。この全量を、コラーゲン液で
コートしたＴ－７５フラスコに植え込み、加湿下で、二酸化炭素濃度５ｖｏｌ％、３７℃
に保たれたインキュベーターに入れ静置培養を行う。１日後、培地の交換を行う。以後、
１日おきに培地の交換を行い継代培養する。尚、ＰＣＧＭ培地成分は、１％ＦＢＳを含有
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するＰＣＧＭ基礎培地２５０ｍＬに牛下垂体抽出液（ＢＰＥ）１００倍希釈液を２．５ｍ
Ｌ、牛胎児血清（ＦＣＳ）１００倍希釈液を２．５ｍＬ、インシュリン・トランスフェリ
ン・トリヨードサイロニン溶液（ＩＴＴ）２００倍希釈液を１．２５ｍＬ、サイロプロテ
イン溶液（Ｃｙｐ）２００倍希釈液を１．２５ｍＬ添加したものを用いた。
【０１１９】
・　毛乳頭細胞賦活作用の評価
　コムギ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として
含む植物抽出物は実施例４Ａに記載されている植物抽出物（コムギ胚芽抽出物）と精製植
物抽出物（精製コムギ胚芽抽出物）を用いた。評価は、以下の手順で行った。ヒト毛乳頭
細胞を１ウェル当たり２．０×１０４個となるように４８穴マイクロプレートに播種した
。播種培地には、ダルベッコ改変イーグル培地（ＤＭＥＭ）に１０％のウシ胎児血清を添
加したものを用いた。２４時間培養後、任意のポリアミン濃度の試料を添加した試験培地
に交換し、さらに４８時間培養した。次いで３－(４,５－ジメチル－２－チアゾリル)－
２,５－ジフェニルテトラゾリウムブロミド（ＭＴＴ）を１００μｇ／ｍＬ含有する培地
に交換して３時間培養し、テトラゾリウム環の開環により生じるフォルマザンを２－プロ
パノールにて抽出し、マイクロプレートリーダーにて５５０ｎｍの吸光度を測定した。同
時に濁度として６５０ｎｍにおける吸光度を測定し、両測定値の差により細胞賦活作用を
評価した。評価結果を、試料無添加のブランクにおける細胞賦活作用を１００とした相対
値にて図８に示す。
【０１２０】
　図８より明らかなように、コムギ胚芽抽出物、精製コムギ胚芽抽出物を添加した培地で
は、ヒト毛乳頭細胞に対して高い細胞賦活・抗老化効果を有していることが認められた。
濃度はポリアミン濃度で示した。特に、コムギ胚芽抽出物では６．６μＭ、１６．５μＭ
（プトレシン濃度３．５μＭ，スペルミジン濃度１１．５μＭ，スペルミン濃度１．５μ
Ｍ）のポリアミン濃度、精製ダイズ胚芽抽出物では４．１μＭ、８．２μＭ、２０．５μ
Ｍ（プトレシン濃度３．５μＭ，スペルミジン濃度１４．５μＭ，スペルミン濃度２．５
μＭ）のポリアミン濃度においてブランク（水）と比較して、いずれも２０％以上の有意
な細胞賦活・抗老化作用が認められた。以上のことから、これらのポリアミンを含む植物
抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物は、優れた細胞賦活作用を
有することが明らかとなり、これらを肌に適用することにより、極めて優れた老化防止効
果を発揮し、加齢、紫外線曝露等により生じる皮膚のしわ、たるみ等を効果的に改善する
ことができる。さらに、ヒト毛乳頭細胞のおいて優れた細胞賦活作用が確認されたことか
ら、加齢、ストレス、ホルモンバランス、紫外線暴露により生じる毛髪形成阻害等をポリ
アミンは効果的に改善することができる。
【０１２１】
（実施例１１Ａ）ダイズ胚芽由来とコムギ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／
又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物によるコラーゲン産生能の評価
【０１２２】
　ダイズ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として
含む植物抽出物は実施例３Ａに記載されている植物抽出物（ダイズ胚芽抽出物）を用いた
。コムギ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として
含む植物抽出物は実施例４Ａに記載されている植物抽出物（コムギ胚芽抽出物）を用いた
。評価は、以下の手順で行った。正常ヒト皮膚線維芽細胞を１ウェル当たり１．０×１０
５個となるように４８穴マイクロプレートに播種した。播種培地には、ダルベッコ改変イ
ーグル培地（ＤＭＥＭ）に１％のウシ胎児血清を添加したものを用いた。３７℃、二酸化
炭素濃度５ｖｏｌ％中にて２４時間培養後、ＰＢＳ（－）で２回洗浄した後、任意の濃度
の試料を添加した無血清培地に交換し、さらに５０時間同条件にて培養した。培養上清か
ら、ヒト線維芽細胞が産生するＩ型プロコラーゲンＣ末端ペプチド（Procollagen typeＩ
 carboxyterminal propeptide：ＰＩＰ）を、Procollagen type I C-peptide (PIP) EIA 
Kit(TaKaRa)で測定した。コラーゲン産生促進率は、標準品を上記ＥＬＩＳＡキットにて
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測定し、その結果から検量線を作成、その検量線から試料添加時のコラーゲン産生量及び
試料無添加時のコラーゲン産生量を求め、試料無添加時のコラーゲン産生量を１００％と
して算出し、評価を行った。
【０１２３】
　図９より明らかなように、ダイズ胚芽抽出物または小麦胚芽抽出物を添加した培地では
、ヒト皮膚のコラーゲン産生活性（コラーゲン産生促進作用）が有意に高まることが認め
られた。濃度はポリアミン濃度で示した。特に、ダイズ胚芽抽出物では６．７μＭのポリ
アミン濃度、コムギ胚芽抽出物では３．３μＭのポリアミン濃度においてブランク（水）
と比較して、いずれも２０％以上の有意なコラーゲン産生促進作用が認められた。ポリア
ミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物を肌に適用
することにより、加齢に伴う繊維芽細胞の衰えが軽減されることでコラーゲンやヒアルロ
ン酸の代謝回転速度の低下が小さくなり、極めて優れた老化防止効果を発揮し、加齢、紫
外線曝露等により生じる皮膚のしわ、たるみ等を効果的に改善することができる。
【０１２４】
（実施例１２Ａ）ダイズ胚芽由来とコムギ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／
又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物によるコラーゲン産生能の評価
【０１２５】
　ダイズ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として
含む植物抽出物は実施例３Ａに記載されている植物抽出物（ダイズ胚芽抽出物）を用いた
。コムギ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として
含む植物抽出物は実施例４Ａに記載されている植物抽出物（コムギ胚芽抽出物）を用いた
。ポリアミンとの比較としてプトレシン、スペルミジン、スペルミンをそれぞれ単独で用
いた。評価は、以下の手順で行った。正常ヒト皮膚線維芽細胞を１ウェル当たり１．０×
１０５個となるように４８穴マイクロプレートに播種した。播種培地には、ダルベッコ改
変イーグル培地（ＤＭＥＭ）に１％のウシ胎児血清を添加したものを用いた。３７℃、二
酸化炭素濃度５ｖｏｌ％中にて２４時間培養後、ＰＢＳ（－）で２回洗浄した後、任意の
濃度の試料を添加した無血清培地に交換し、さらに３日間、６日間同条件にて培養した。
培養上清から、ヒト線維芽細胞が産生するＩ型プロコラーゲンＣ末端ペプチド（Procolla
gen typeＩ carboxyterminal propeptide：ＰＩＰ）を、Procollagen type I C-peptide 
(PIP) EIA Kit　(TaKaRa)で測定した。コラーゲン産生促進率は、標準品を上記ＥＬＩＳ
Ａキットにて測定し、その結果から検量線を作成、その検量線から試料添加時のコラーゲ
ン産生量及び試料無添加時のコラーゲン産生量を求め、試料無添加時のコラーゲン産生量
を１００％として算出し、評価を行った。
【０１２６】
　図１０、図１１より明らかなように、ダイズ胚芽抽出物または小麦胚芽抽出物を添加し
た培地では、ヒト皮膚のコラーゲン産生活性（コラーゲン産生促進作用）が有意に顕著に
高まることが認められた。濃度はポリアミン濃度で示した。ダイズ胚芽抽出物では６．７
μＭ、１３．４μＭ、３３．５μＭのポリアミン濃度、コムギ胚芽抽出物では３．３μＭ
、６．６μＭ、１６．５μＭのポリアミン濃度においてブランク（水）や各種ポリアミン
と比較して、いずれも顕著なコラーゲン産生促進作用が認められた。ポリアミンを含む植
物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物は各種ポリアミンに比べ
て明らかに優れた細胞外マトリックスやコラーゲンの産生作用を有することが確認された
。ポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物肌
に適用することにより、加齢に伴う繊維芽細胞の衰えが軽減し、コラーゲンの産生を促進
してコラーゲン量を維持することができる。その結果、加齢、紫外線曝露等により生じる
皮膚のしわ、たるみ等を効果的に改善することができる。
【０１２７】
（実施例１３Ａ）ダイズ胚芽由来とコムギ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／
又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物によるヒアルロン酸産生能の評価
【０１２８】
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　ダイズ胚芽由来の植物抽出物は実施例３Ａに記載されている植物抽出物（ダイズ胚芽抽
出物）を用いた。コムギ胚芽由来の植物抽出物は実施例４Ａに記載されている植物抽出物
（コムギ胚芽抽出物）を用いた。ポリアミンとの比較としてプトレシン、スペルミジン、
スペルミンをそれぞれ単独で用いた。評価は、以下の手順で行った。正常ヒト皮膚線維芽
細胞を１ウェル当たり１．０×１０５個となるように４８穴マイクロプレートに播種した
。播種培地には、ダルベッコ改変イーグル培地（ＤＭＥＭ）に１％のウシ胎児血清を添加
したものを用いた。３７℃、二酸化炭素濃度５ｖｏｌ％中にて２４時間培養後、ＰＢＳ（
－）で２回洗浄した後、任意のポリアミン濃度の試料を添加した無血清培地に交換し、さ
らに３日間同条件にて培養した。培養上清中のヒアルロン酸を測定した。尚プレート上の
細胞を0.5% Triton-X100を含む細胞溶解液で溶解し回収後にタンパク質量を測定し（Bio 
Rad，プロテインアッセイキット）、細胞数の指標とした。ヒアルロン酸の測定は、正常
ヒト皮膚線維芽細胞が産生するヒアルロン酸を、ヒアルロン酸プレート「中外」（富士レ
ビオ社）を用いてHyaluronic acid binding protein（ＨＡＢＰ）を用いたサンドイッチ
法により測定した。ポリアミンや植物抽出物を添加していない試料（コントロール）のヒ
アルロン酸量を１００とした場合の、ポリアミン、植物抽出物添加試料のヒアルロン酸量
を産生率とした。
【０１２９】
　図１２より明らかなように、各ポリアミン、ダイズ胚芽抽出物又はコムギ胚芽抽出物を
添加した培地では、ヒト皮膚のヒアルロン酸産生率が有意に高まることが認められた。各
濃度はポリアミン濃度で示した。培養３日間では、ダイズ胚芽抽出物は６．７μＭ、１３
．４μＭ、３３．５μＭのポリアミン濃度、コムギ胚芽抽出物は３．３μＭ、６．６μＭ
、１６．５μＭのポリアミン濃度においてコントロールや各種ポリアミンと比較して、い
ずれも高いヒアルロン酸産生促進作用が認められた。ポリアミンを含む植物抽出物及び／
又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物は、ポリアミン以外の有効成分を含むこ
とでポリアミンに比べて明らかに優れた細胞外マトリックスやヒアルロン酸の産生作用を
有することが確認された。ポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分
として含む植物抽出物を肌に適用することにより、加齢に伴う繊維芽細胞の衰えが軽減し
、ヒアルロン酸の産生を促進してヒアルロン酸量を維持することができる。その結果、加
齢、紫外線曝露等により生じる皮膚のしわ、たるみ等を効果的に改善することができる。
【０１３０】
（実施例１４Ａ）美容液の製造
　以下に示す組成の美容液を常法により製造した。コントロールとして、胚芽抽出物を含
まない美容液も常法により製造した。
（組成） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （重量％）
ソルビット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
ポリエチレングリコール１５００　　　　　　　　　　　　５．０
ＰＯＥ（２０）オレイルアルコールエーテル　　　　　０．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
メチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
精製ダイズ胚芽抽出物（ポリアミン濃度７．４ｍＭ）　１．０
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１３１】
（実施例１５Ａ）乳液の製造
以下に示す組成の乳液を常法により製造した。コントロールとして、胚芽抽出物を含まな
い乳液も常法により製造した。
（組成） 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　（重量％）
グリセリルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
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スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．５
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
精製ダイズ胚芽抽出物（ポリアミン濃度７．４ｍＭ）　　　１．０
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全体で１００となる量　
【０１３２】
（実施例１６Ａ）クリームの製造
以下に示す組成のクリームを常法により製造した。コントロールとして、胚芽抽出物を含
まないクリームも常法により製造した。
（組成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （重量％）
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
フタル酸ジブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９．０
ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
モノステアリン酸グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　　１２．０
モノステアリン酸ポリエチレンソルビタン　　　　　　　３８．０
エデト酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３
精製ダイズ胚芽抽出物（ポリアミン濃度７．４ｍＭ）　　　　　１．０
精製水　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１３３】
（実施例１７Ａ）官能評価
　実施例１４Ａ～１６Ａを用いて官能評価を行った。なお、胚芽抽出物を含まない比較例
も同時に評価した。官能評価は、シワ等の老化症状の気になる４０～６０歳のパネル２０
人を１群として実施例及び比較例をそれぞれ１日２回，３カ月間連続使用してもらい、３
カ月後の肌状態についてアンケート調査をして行った。
　
　
　
　
【０１３４】
【表１Ａ】

【０１３５】
　官能評価の結果として、各項目における評価者の数を表１Ａに示した。胚芽抽出物を含
まない比較例より実施例の方が、８割以上のパネルが皮膚の弾力性が回復し、シワの軽減
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。
【０１３６】
（実施例１８Ａ）美容液の製造
以下に示す組成の美容液を常法により製造した。コントロールとして、胚芽抽出物を含ま
ない美容液も常法により製造した。
（組成） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （重量％）
ソルビット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
ポリエチレングリコール１５００　　　　　　　　　　　　　　５．０
ＰＯＥ（２０）オレイルアルコールエーテル　　　　　　　　　０．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
メチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
精製コムギ胚芽抽出物（ポリアミン濃度１０．２５ｍＭ）　　　１．０
精製水　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１３７】
（実施例１９Ａ）乳液の製造
以下に示す組成の乳液を常法により製造した。コントロールとして、胚芽抽出物を含まな
い乳液も常法により製造した。
（組成） 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　（重量％）
グリセリルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．５
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
精製コムギ胚芽抽出物（ポリアミン濃度１０．２５ｍＭ）　　　１．０
精製水　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１３８】
（実施例２０Ａ）クリームの製造
以下に示す組成のクリームを常法により製造した。コントロールとして、胚芽抽出物を含
まないクリームも常法により製造した。
（組成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （重量％）
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
フタル酸ジブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　１９．０
ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
モノステアリン酸グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　　１２．０
モノステアリン酸ポリエチレンソルビタン　　　　　　　　　３８．０
エデト酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３
精製コムギ胚芽抽出物（ポリアミン濃度１０．２５ｍＭ）　　　１．０
精製水　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１３９】
（実施例２１Ａ）官能評価
　実施例１８Ａ～２０Ａを用いて官能評価を行った。なお、胚芽抽出物を含まない比較例
も同時に評価した。官能評価は、シワ等の老化 症状の気になる４０～６０歳のパネル２
０人を１群として実施例及び比較例をそれぞれ１日２回，３カ月間連続使用してもらい、
３カ月後の肌状態についてアンケート調査をして行った。
【０１４０】
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【表２Ａ】

【０１４１】
　官能評価の結果として、各項目における評価者の数を表２Ａに示した。胚芽抽出物を含
まない比較例より実施例の方が、８割以上のパネルが皮膚の弾力性が回復し、シワの軽減
が認められたと回答しており、顕著な皮膚の老化症状の回復効果があることが示された。
【０１４２】
（実施例２２Ａ）ダイズ胚芽由来とコムギ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／
又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物によるコラーゲン産生能の評価
【０１４３】
　ダイズ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として
含む植物抽出物は実施例３Ａに記載されている植物抽出物（ダイズ胚芽抽出物）を用いた
。コムギ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として
含む植物抽出物は実施例４Ａに記載されている植物抽出物（コムギ胚芽抽出物）を用いた
。ポリアミンとの比較としてプトレシン、スペルミジン、スペルミンをそれぞれ単独で用
いた。さらに市販品である大豆エキスを比較対照として用いた。評価は、以下の手順で行
った。正常ヒト皮膚線維芽細胞を１ウェル当たり１．０×１０４個となるように４８穴マ
イクロプレートに播種した。播種培地には、ダルベッコ改変イーグル培地（ＤＭＥＭ）に
１％のウシ胎児血清を添加したものを用いた。３７℃、二酸化炭素濃度５ｖｏｌ％中にて
２４時間培養後、ＰＢＳ（－）で２回洗浄した後、任意の濃度の試料を添加した無血清培
地に交換し、さらに３日間、６日間同条件にて培養した。培養上清から、ヒト線維芽細胞
が産生するＩ型プロコラーゲンＣ末端ペプチド（Procollagen typeＩ carboxyterminal p
ropeptide：ＰＩＰ）を、Procollagen type I C-peptide (PIP) EIA Kit　(TaKaRa)で測
定した。コラーゲン産生促進率は、標準品を上記ＥＬＩＳＡキットにて測定し、その結果
から検量線を作成、その検量線から試料添加時のコラーゲン産生量及び試料無添加時のコ
ラーゲン産生量を求め、試料無添加時のコラーゲン産生量を１００％として算出し、評価
を行った。
【０１４４】
　図１３、図１４より明らかなように、大豆胚芽抽出物または小麦胚芽抽出物を添加した
培地では、ヒト皮膚のコラーゲン産生活性（コラーゲン産生促進作用）が有意に高まるこ
とが認められた。濃度はポリアミン濃度で示した。ダイズ胚芽抽出物では１２μＭ、２４
μＭのポリアミン濃度、コムギ胚芽抽出物では６．３μＭ、１２．６μＭのポリアミン濃
度においてブランク（水）や各種ポリアミンと比較して、いずれも顕著なコラーゲン産生
促進作用が認められた。市販の大豆エキスは、エタノールなどの有機溶媒で抽出したエキ
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スであり、ポリアミンがほとんど含まれていないことから、コラーゲン産生活性はダイズ
胚芽抽出物に比べて極めて低くなった。大豆エキスでコラーゲン産生活性が低かった理由
としては、プトレシン、スペルミジン、スペルミンを有効成分として含まず、加えて酸性
条件下ではなくエタノール等の有機溶媒で抽出したためにポリアミン以外の有効な成分が
含まれていないためであると考えている。ポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリア
ミンを有効成分として含む植物抽出物は各種ポリアミンに比べて明らかに優れた細胞外マ
トリックスやコラーゲンの産生作用を有することが確認された。ポリアミンを含む植物抽
出物及び／又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物肌に適用することにより、加
齢に伴う繊維芽細胞の衰えが軽減し、コラーゲンの産生を促進してコラーゲン量を維持す
ることができる。その結果、加齢、紫外線曝露等により生じる皮膚のしわ、たるみ等を効
果的に改善することができる。
【０１４５】
（実施例２３Ａ）ダイズ胚芽由来とコムギ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／
又はポリアミンを有効成分として含む植物抽出物によるコラーゲン産生能の評価
【０１４６】
　ダイズ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として
含む植物抽出物は実施例３Ａに記載されている植物抽出物（ダイズ胚芽抽出物）を用いた
。コムギ胚芽由来のポリアミンを含む植物抽出物及び／又はポリアミンを有効成分として
含む植物抽出物は実施例４Ａに記載されている植物抽出物（コムギ胚芽抽出物）を用いた
。ポリアミンとの比較としてプトレシン、スペルミジン、スペルミンをそれぞれ単独で用
いた。評価は、以下の手順で行った。正常ヒト皮膚線維芽細胞を１ウェル当たり１．０×
１０５個となるように４８穴マイクロプレートに播種した。播種培地には、ダルベッコ改
変イーグル培地（ＤＭＥＭ）に１％のウシ胎児血清を添加したものを用いた。３７℃、二
酸化炭素濃度５ｖｏｌ％中にて２４時間培養後、ＰＢＳ（－）で２回洗浄した後、任意の
濃度の試料を添加した無血清培地に交換し、さらに３日間、６日間同条件にて培養した。
培養上清から、ヒト線維芽細胞が産生するＩ型プロコラーゲンＣ末端ペプチド（Procolla
gen typeＩ carboxyterminal propeptide：ＰＩＰ）を、Procollagen type I C-peptide 
(PIP) EIA Kit　(TaKaRa)で測定した。尚プレート上の細胞を0.5% Triton-X100を含む細
胞溶解液で溶解し回収後にタンパク質量を測定し（Bio Rad，プロテインアッセイキット
）、細胞数の指標とした。コラーゲン産生促進率は、標準品を上記ＥＬＩＳＡキットにて
測定し、その結果から検量線を作成、その検量線からタンパク質（細胞数）当たりの試料
添加時のコラーゲン産生量及び試料無添加時のコラーゲン産生量を求め、試料無添加時の
コラーゲン産生量を１００％として算出し、評価を行った。
【０１４７】
　図１５、図１６より明らかなように、大豆胚芽抽出物または小麦胚芽抽出物を添加した
培地では、ヒト皮膚のコラーゲン産生活性（コラーゲン産生促進作用）が有意に高まるこ
とが認められた。濃度はポリアミン濃度で示した。特に培養６日間では、全ての胚芽抽出
物においてブランク（水）、各ポリアミンと比較して、いずれも有意に高いコラーゲン産
生促進作用が認められた。ポリアミンの生理作用として細胞増殖作用が知られているが、
タンパク質量を指標とした細胞当たりで各種ポリアミンによりコラーゲン産生促進作用が
示されたことから、プトレシン、スペルミジン、スペルミンの各ポリアミンを含んだ大豆
胚芽抽出物や小麦胚芽抽出物には細胞増殖（細胞数増加）を伴わないコラーゲン産生促進
（細胞外マトリックス産生促進）作用を有することが本結果から始めて見出された。言い
換えれば、プトレシン、スペルミジン、スペルミンの各ポリアミンを含んだ大豆胚芽抽出
物や小麦胚芽抽出物は１細胞当たりのコラーゲン産生量を顕著に高める作用を有すること
が明らかとなった。以上のことから、これらの各ポリアミンを含んだ大豆胚芽抽出物や小
麦胚芽抽出物を肌に適用することにより、加齢に伴う繊維芽細胞の衰えが軽減し、コラー
ゲンの産生を促進してコラーゲン量を維持することができる。その結果、加齢、紫外線曝
露等により生じる皮膚のしわ、たるみ、くすみ等を効果的に改善することができる。
【０１４８】
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（実施例２４Ａ）大豆胚芽由来と小麦胚芽由来の植物抽出物の成分分析
【０１４９】
　ダイズ胚芽由来の抽出物は実施例３Ａに記載されている植物抽出物（ダイズ胚芽抽出物
）を用いた。コムギ胚芽由来の抽出物は実施例４Ａに記載されている植物抽出物（コムギ
胚芽抽出物）を用いた。成分として、エネルギー、水分、蛋白質、脂質、灰分、炭水化物
、ナトリウム、糖類を分析した。分析は、（株）マシス食品安全分析センターで実施した
。成分の分析結果を表３Ａに示した。サンプルは水溶液のため水分が約85%含まれており
、残りの約１５％の固形成分は、炭水化物（約１１～１２％）、タンパク質（約３％）、
灰分（０．６～０．８％）、脂質（約０．１％）であった。固形成分の内、炭水化物がほ
とんどを占めており、炭水化物の約７０％が糖類であった。残りの３０％は核酸、食物繊
維等と思われる。糖類の内訳は、大豆胚芽抽出物は単糖のグルコースとフルクトース（６
０％）、二糖のマルトース（３％）、三糖のラフィノース、マルトトリオース（３６％）
、小麦胚芽抽出物はグルコースとフルクトース（５９％）、ラクトース、スクロース（１
８％）、ラフィノース、マルトトリオース（７．４％）、残りが四糖以上のオリゴ糖であ
った。以上の結果から、特に大豆胚芽抽出物、小麦胚芽抽出物の成分の多くを占めている
糖類（特に単糖・オリゴ糖とその組み合わせ）が賦活化、抗老化、細胞外マトリックス産
生促進、コラーゲン産生促進、ヒアルロン酸産生促進、美肌効果に対する有効成分の一つ
であると考えている。大豆胚芽抽出物、小麦胚芽抽出物に共通して単糖、オリゴ糖等の有
効成分が多く含まれるのは、大豆や小麦の種子や胚芽を塩酸等の酸性条件下で抽出処理し
たことが大きなポイントであると考えている。また、抽出の際にポリフェノール吸着剤を
添加することで、賦活化、抗老化、細胞外マトリックス産生促進、コラーゲン産生促進、
ヒアルロン産生促進に対してネガティブに作用するポリフェノール類等の植物抽出物中へ
の混入を抑えることができと考えている。しかしながら、これにより本発明が何ら限定さ
れるものではない。
【０１５０】
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【表３Ａ】

【０１５１】
（実施例１Ｂ）正常ヒト皮膚繊維芽細胞を用いた評価
　評価は、以下の手順で行った。正常ヒト皮膚線維芽細胞を１ウェル当たり２．０×１０
４個となるように４８穴マイクロプレートに播種した。播種培地には、ダルベッコ改変イ
ーグル培地（ＤＭＥＭ）に１０％のウシ胎児血清を添加したものを用いた。３７℃、二酸
化炭素濃度５ｖｏｌ％中にて２４時間培養後、任意の濃度のポリアミン群試料を添加した
試験培地に交換し、さらに４８時間培養した。次いで３－(４，５－ジメチル－２－チア
ゾリル)－２，５－ジフェニルテトラゾリウムブロミド（ＭＴＴ）を１００μｇ／ｍＬ含
有する培地に交換して３時間培養し、テトラゾリウム環の開環により生じるフォルマザン
を２－プロパノールにて抽出し、マイクロプレートリーダーにて５５０ｎｍの吸光度を測
定した。同時に濁度として６５０ｎｍにおける吸光度を測定し、両測定値の差により細胞
賦活作用を評価した。評価結果を、コントロール（水添加）における細胞賦活作用を１０
０とした相対値にて図１７に示す。
【０１５２】
　図１７より明らかなように、スペルミン、スペルミジン、プトレシンを添加した培地で
は、いずれにおいても正常ヒト皮膚線維芽細胞に対して高い細胞賦活・抗老化効果を有し
ていることが認められた。特に、０．０００１ｍＭ、０．００１ｍＭ、０．０１ｍＭ、０
．１ｍＭのプトレシン、０．０００１ｍＭ、０．００１ｍＭ、０．０１ｍＭのスペルミジ
ン、０．００１ｍＭ、０．０１ｍＭのスペルミンを添加した場合には、ブランク（水）と
比較して、いずれも２０％以上の有意な細胞賦活・抗老化作用が認められた。以上のこと
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から、これらのポリアミンは、優れた細胞賦活作用を有することが明らかとなり、これら
を肌に適用することにより、極めて優れた老化防止効果を発揮し、加齢、紫外線曝露等に
より生じる皮膚のしわ、たるみ等を効果的に改善することができる。
【０１５３】
（実施例２Ｂ）ヒト毛乳頭細胞を用いた評価
【０１５４】
・　ヒト毛乳頭細胞の培養方法
　ヒト頭髪毛乳頭細胞（ＴＨＰＣ－００１）トータルキット（ＨＤＰＣトータルキット：
ＴＨＰＣＫ－００１、製造元：セルアプリケイションズインク USA、輸入販売元：東洋紡
績株式会社）を用いて、常法によりヒト毛乳頭細胞を培養した。解凍した細胞を懸濁する
ためのＰＣＧＭ培地を１０ｍＬ、１５ｍＬ遠心チューブに分注し、氷冷しておく。即ち、
凍結したヒト頭髪毛乳頭細胞（ＴＨＰＣ－００１）の入ったバイアル瓶を３７℃の恒温槽
で急速に融解する。このバイアル瓶にＰＣＧＭ培地を１ｍＬ程度徐々に滴下しＤＭＳＯを
希釈後、全量をＰＣＧＭ培地が入った遠心チューブに移し懸濁させる。浮遊細胞を冷却低
遠心機で４℃、１０００ｒｐｍ、５分間遠心する。沈殿した細胞を吸わないように注意し
ながら上清を吸引し、１ｍＬＰＣＧＭ培地に再懸濁させる。この全量を、コラーゲン液で
コートしたＴ－７５フラスコに植え込み、加湿下で、二酸化炭素濃度５ｖｏｌ％、３７℃
に保たれたインキュベーターに入れ静置培養を行う。１日後、培地の交換を行う。以後、
１日おきに培地の交換を行い継代培養をする。尚、ＰＣＧＭ培地成分は、１％ＦＢＳを含
有するＰＣＧＭ基礎培地２５０ｍＬに牛下垂体抽出液（ＢＰＥ）１００倍希釈液を２．５
ｍＬ、牛胎児血清（ＦＣＳ）１００倍希釈液を２．５ｍＬ、インシュリン・トランスフェ
リン・トリヨードサイロニン溶液（ＩＴＴ）２００倍希釈液を１．２５ｍＬ、サイロプロ
テイン溶液（Ｃｙｐ）２００倍希釈液を１．２５ｍＬ添加したものを用いた。
【０１５５】
・　毛乳頭細胞賦活作用の評価
　評価は、以下の手順で行った。ヒト毛乳頭細胞を１ウェル当たり２．０×１０４個とな
るように４８穴マイクロプレートに播種した。播種培地には、ダルベッコ改変イーグル培
地（ＤＭＥＭ）に１重量％のウシ胎児血清を添加したものを用いた。２４時間培養後、任
意の濃度のポリアミン群試料を添加した試験培地に交換し、さらに４８時間培養した。次
いで３－(４,５－ジメチル－２－チアゾリル)－２,５－ジフェニルテトラゾリウムブロミ
ド（ＭＴＴ）を１００μｇ／ｍＬ含有する培地に交換して３時間培養し、テトラゾリウム
環の開環により生じるフォルマザンを２－プロパノールにて抽出し、マイクロプレートリ
ーダーにて５５０ｎｍの吸光度を測定した。同時に濁度として６５０ｎｍにおける吸光度
を測定し、両測定値の差により細胞賦活作用を評価した。評価結果を、試料無添加のブラ
ンクにおける細胞賦活作用を１００とした相対値にて図１８に示す。
【０１５６】
　図１８より明らかなように、スペルミジン、プトレシン、スペルミンを添加した培地で
は、ヒト毛乳頭細胞に対して高い細胞賦活・抗老化効果を有していることが認められた。
特に、０．００１ｍＭ、０．０１ｍＭ、０．１ｍＭのプトレシン、０．０１ｍＭ、０．１
ｍＭのスペルミジンを添加した場合には、ブランク（水）と比較して、いずれも２０％以
上の有意な細胞賦活・抗老化作用が認められた。以上のことから、これらのポリアミンは
、優れた細胞賦活作用を有することが明らかとなり、これらを肌に適用することにより、
極めて優れた老化防止効果を発揮し、加齢、紫外線曝露等により生じる皮膚のしわ、たる
み等を効果的に改善することができる。さらに、ヒト毛乳頭細胞のおいて優れた細胞賦活
作用が確認されたことから、加齢、ストレス、ホルモンバランス、紫外線暴露により生じ
る毛髪形成阻害等をポリアミンは効果的に改善することができる。
【０１５７】
（実施例３Ｂ）ポリアミンによるコラーゲン産生能の評価
　評価は、以下の手順で行った。正常ヒト皮膚線維芽細胞を１ウェル当たり１．０×１０
５個となるように４８穴マイクロプレートに播種した。播種培地には、ダルベッコ改変イ
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ーグル培地（ＤＭＥＭ）に１％のウシ胎児血清を添加したものを用いた。３７℃、二酸化
炭素濃度５ｖｏｌ％中にて２４時間培養後、ＰＢＳ（－）で２回洗浄した後、任意の濃度
のポリアミン群試料を添加した無血清培地に交換し、さらに２日間同条件にて培養した。
培養上清から、ヒト線維芽細胞が産生するＩ型プロコラーゲンＣ末端ペプチド（Procolla
gen typeＩ carboxyterminal propeptide：ＰＩＰ）を、Procollagen type I C-peptide 
(PIP) EIA Kit　(TaKaRa)で測定した。コラーゲン産生促進率は、標準品を上記ＥＬＩＳ
Ａキットにて測定し、その結果から検量線を作成、その検量線から試料添加時のコラーゲ
ン産生量及び試料無添加時のコラーゲン産生量を求め、試料無添加時のコラーゲン産生量
を１００％として算出し、評価を行った。
【０１５８】
　図１９より明らかなように、プトレシン、スペルミジン、スペルミンを添加した培地で
は、ヒト皮膚のコラーゲン産生活性（コラーゲン産生促進作用）が有意に高まることが認
められた。濃度はポリアミン濃度で示した。全てのポリアミン濃度区においてブランク（
水）と比較して、いずれも２０％以上の有意なコラーゲン産生促進作用が認められた。ポ
リアミンを肌に適用することにより、加齢に伴う繊維芽細胞の衰えが軽減し、コラーゲン
の産生を促進してコラーゲン量を維持することができる。その結果、加齢、紫外線曝露等
により生じる皮膚のしわ、たるみ等を効果的に改善することができる。
【０１５９】
（実施例４Ｂ）ポリアミンによるヒアルロン酸産生能の評価
【０１６０】
　ポリアミンはプトレシン、スペルミジン、スペルミンをそれぞれ単独で用いた。評価は
、以下の手順で行った。正常ヒト皮膚線維芽細胞を１ウェル当たり１．０×１０５個とな
るように４８穴マイクロプレートに播種した。播種培地には、ダルベッコ改変イーグル培
地（ＤＭＥＭ）に１％のウシ胎児血清を添加したものを用いた。３７℃、二酸化炭素濃度
５ｖｏｌ％中にて２４時間培養後、ＰＢＳ（－）で２回洗浄した後、任意のポリアミン濃
度の試料を添加した無血清培地に交換し、さらに１日間、３日間、６日間同条件にて培養
した。培養上清中のヒアルロン酸を測定した。尚プレート上の細胞を0.5% Triton-X100を
含む細胞溶解液で溶解し回収後にタンパク質量を測定し（Bio Rad，プロテインアッセイ
キット）、細胞数の指標とした。ヒアルロン酸の測定は、正常ヒト皮膚線維芽細胞が産生
するヒアルロン酸を、ヒアルロン酸プレート「中外」（富士レビオ社）を用いてHyaluron
ic acid binding protein（ＨＡＢＰ）を用いたサンドイッチ法により測定した。ポリア
ミンを添加していない試料（コントロール）のヒアルロン酸量を１００とした場合の、各
ポリアミンのヒアルロン酸量を産生率とした。
【０１６１】
　図２０、図２１、図２２より明らかなように、各ポリアミンを添加した培地では、ヒト
皮膚のヒアルロン酸産生率が有意に高まることが認められた。全てのポリアミン濃度区に
おいてコントロールと比較して、いずれも有意なヒアルロン酸産生促進作用が認められた
。ポリアミンを肌に適用することにより、加齢に伴う繊維芽細胞の衰えが軽減し、ヒアル
ロン酸の産生を促進してヒアルロン酸量を維持することができる。その結果、加齢、紫外
線曝露等により生じる皮膚のしわ、たるみ等を効果的に改善することができる。
【０１６２】
（実施例５Ｂ）美容液の製造
　以下に示す組成の美容液を常法により製造した。コントロールとして、ポリアミンを含
まない美容液も常法により製造した。
（組成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（重量％）
ソルビット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
ポリエチレングリコール１５００　　　　　　　　　　　　５．０
ＰＯＥ（２０）オレイルアルコールエーテル　　　　　　０．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
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メチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
スペルミジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
精製水 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１６３】
（実施例６Ｂ）乳液の製造
　以下に示す組成の乳液を常法により製造した。コントロールとして、ポリアミンを含ま
ない乳液も常法により製造した。
（組成） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（重量％）
グリセリルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　　１．０
スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．５
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
スペルミジン　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 ０．０１
精製水　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１６４】
（実施例７Ｂ）クリームの製造
　以下に示す組成のクリームを常法により製造した。コントロールとして、ポリアミンを
含まないクリームも常法により製造した。
（組成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （重量％）
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
フタル酸ジブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９．０
ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
モノステアリン酸グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　　１２．０
モノステアリン酸ポリエチレンソルビタン　　　　　　　　３８．０
エデト酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３
スペルミジン　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 ０．０１
精製水　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１６５】
（実施例８Ｂ）官能評価
　実施例５Ｂ～７Ｂを用いて官能評価を行った。なお、ポリアミンを含まない比較例も同
時に評価した。官能評価は、シワ等の老化 症状の気になる４０～６０歳のパネル２０人
を１群として実施例及び比較例をそれぞれ１日２回，３カ月間連続使用してもらい、３カ
月後の肌状態についてアンケート調査をして行った。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１６６】
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【表１Ｂ】

【０１６７】
　官能評価の結果として、各項目における評価者の数を表１Ｂに示した。ポリアミンを含
まない比較例より実施例の方が、９割以上のパネルが皮膚の弾力性が回復し、シワの軽減
が認められたと回答しており、顕著な皮膚の老化症状の回復効果があることが示された。
さらに、スペルミジン配合濃度が０．１重量％においても、皮膚の老化症状の回復効果な
ど同様な結果を得た。
【０１６８】
（実施例９Ｂ）美容液の製造
　以下に示す組成の美容液を常法により製造した。コントロールとして、ポリアミンを含
まない美容液も常法により製造した。
（組成） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （重量％）
ソルビット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
ポリエチレングリコール１５００　　　　　　　　　　　　５．０
ＰＯＥ（２０）オレイルアルコールエーテル　　　　　　０．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
メチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
プトレシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
精製水 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１６９】
（実施例１０Ｂ）乳液の製造
　以下に示す組成の乳液を常法により製造した。コントロールとして、ポリアミンを含ま
ない乳液も常法により製造した。
（組成） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（重量％）
グリセリルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　　１．０
スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．５
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
プトレシン　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 ０．０５
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全体で１００となる量
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【０１７０】
（実施例１１Ｂ）クリームの製造
　以下に示す組成のクリームを常法により製造した。コントロールとして、ポリアミンを
含まないクリームも常法により製造した。
（組成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   （重量％）
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　６．０
フタル酸ジブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  １９．０
ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　５．０
モノステアリン酸グリセリン　　　　　　　　　　　 　　　 　５．０
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　 　　 １２．０
モノステアリン酸ポリエチレンソルビタン　　　　　　 　 ３８．０
エデト酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ０．０３
プトレシン　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　   ０．０５
精製水　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１７１】
（実施例１２Ｂ）官能評価
　実施例９Ｂ～１１Ｂを用いて官能評価を行った。なお、ポリアミンを含まない比較例も
同時に評価した。官能評価は、シワ等の老化 症状の気になる４０～６０歳のパネル２０
人を１群として実施例及び比較例をそれぞれ１日２回，３カ月間連続使用してもらい、３
カ月後の肌状態についてアンケート調査をして行った。
【０１７２】

【表２Ｂ】

【０１７３】
　官能評価の結果として、各項目における評価者の数を表２Ｂに示した。ポリアミンを含
まない比較例より実施例の方が、９割以上のパネルが皮膚の弾力性が回復し、シワの軽減
が認められたと回答しており、顕著な皮膚の老化症状の回復効果があることが示された。
さらに、プトレシン配合濃度が０．５重量％においても、皮膚の老化症状の回復効果など
同様な結果を得た。
【０１７４】
（実施例１３Ｂ）美容液の製造
　以下に示す組成の美容液を常法により製造した。コントロールとして、ポリアミンを含
まない美容液も常法により製造した。
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（組成） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （重量％）
ソルビット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　６．０
ポリエチレングリコール１５００　　　　　　　　　　　５．０
ＰＯＥ（２０）オレイルアルコールエーテル　　　　　０．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　０．２
メチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
スペルミン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
精製水 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１７５】
（実施例１４Ｂ）乳液の製造
　以下に示す組成の乳液を常法により製造した。コントロールとして、ポリアミンを含ま
ない乳液も常法により製造した。
（組成） 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　（重量％）
グリセリルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　　１．０
スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．５
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
スペルミン　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 ０．０１
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全体で１００となる量
【０１７６】
（実施例１５Ｂ）クリームの製造
　以下に示す組成のクリームを常法により製造した。コントロールとして、ポリアミンを
含まないクリームも常法により製造した。
（組成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （重量％）
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
フタル酸ジブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９．０
ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
モノステアリン酸グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　　１２．０
モノステアリン酸ポリエチレンソルビタン　　　　　　　３８．０
エデト酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３
スペルミン　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　   ０．０１
精製水　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１７７】
（実施例１６Ｂ）官能評価
　実施例１３Ｂ～１５Ｂを用いて官能評価を行った。なお、ポリアミンを含まない比較例
も同時に評価した。官能評価は、シワ等の老化 症状の気になる４０～６０歳のパネル２
０人を１群として実施例及び比較例をそれぞれ１日２回，３カ月間連続使用してもらい、
３カ月後の肌状態についてアンケート調査をして行った。
【０１７８】
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【表３Ｂ】

【０１７９】
　官能評価の結果として、各項目における評価者の数を表３Ｂに示した。ポリアミンを含
まない比較例より実施例の方が、９割以上のパネルが皮膚の弾力性が回復し、シワの軽減
が認められたと回答しており、顕著な皮膚の老化症状の回復効果があることが示された。
さらに、スペルミン配合濃度が０．１重量％においても、皮膚の老化 症状の回復効果な
ど同様な結果を得た。
【０１８０】
（実施例１７Ｂ）正常ヒト皮膚繊維芽細胞を用いた評価
　評価は、以下の手順で行った。
【０１８１】
　正常ヒト皮膚線維芽細胞を１ウェル当たり２．０×１０４個となるように４８穴マイク
ロプレートに播種した。播種培地には、ダルベッコ改変イーグル培地（ＤＭＥＭ）に１０
％のウシ胎児血清を添加したものを用いた。３７℃、二酸化炭素濃度５ｖｏｌ％中にて２
４時間培養後、１０μｇ／ｍｌマイトマイシンＣ（抗生物質・ナカライテスク社製）を含
むＤＭＥＭで２時間培養した。マイトマイシンＣはＤＮＡの複製を阻害する作用があるこ
とから、当該処置にて細胞増殖は抑制される。その後、ＰＢＳにて洗浄した後に、任意の
濃度のポリアミン群試料を添加した試験培地に交換し、さらに４８時間培養した。次いで
ＷＳＴ－８〔2-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-
2H-tetrazolium,monosodium salt・ナカライテスク社製〕を１００μｇ／ｍＬ含有する培
地に交換して３時間培養し、テトラゾリウム環の開環により生じるフォルマザンを２－プ
ロパノールにて抽出し、マイクロプレートリーダーにて４５０ｎｍの吸光度を測定した。
同時に濁度として６００ｎｍにおける吸光度を測定し、両測定値の差により細胞賦活作用
を評価した。評価結果を、コントロール（水添加）における細胞賦活作用を１００とした
相対値にて図２３に示す。
【０１８２】
　図２３より明らかなように、マイトマイシンＣで細胞増殖を抑制したにも関わらずプト
レシン、スペルミジン、スペルミンを添加した培地では、いずれにおいても正常ヒト皮膚
線維芽細胞に対して有意に細胞賦活化・抗老化活性を有していることが認められた。ポリ
アミンの生理作用として細胞増殖作用が知られているが、細胞増殖停止作用を有するマイ
トマイシンＣにより細胞増殖を抑えたにも関わらず各種ポリアミンを添加することにより
細胞賦活化活性が示されたことから、各種ポリアミンには細胞増殖（細胞数増加）や細胞
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再生を伴わない細胞賦活化・細胞活性化・抗老化作用を有することが本結果から初めて見
出された。以上のことから、これらのポリアミンは、優れた細胞賦活化（細胞活性化）作
用を有することが明らかとなり、これらを肌に適用することにより、極めて優れた老化防
止効果を発揮し、加齢、紫外線曝露等により生じる皮膚のしわ、たるみ等を効果的に改善
することができる。
【０１８３】
（実施例１８Ｂ）ポリアミンによるコラーゲン産生能の評価
　評価は、以下の手順で行った。
【０１８４】
　正常ヒト皮膚線維芽細胞を１ウェル当たり１．０×１０５個となるように４８穴マイク
ロプレートに播種した。播種培地には、ダルベッコ改変イーグル培地（ＤＭＥＭ）に１％
のウシ胎児血清を添加したものを用いた。３７℃、二酸化炭素濃度５ｖｏｌ％中にて２４
時間培養後、ＰＢＳ（－）で２回洗浄した後、任意の濃度のポリアミン群試料を添加した
無血清培地に交換し、さらに３日間、６日間同条件にて培養した。培養上清から、ヒト線
維芽細胞が産生するＩ型プロコラーゲンＣ末端ペプチド（Procollagen typeＩ carboxyte
rminal propeptide：ＰＩＰ）を、Procollagen type I C-peptide (PIP) EIA Kit　(TaKa
Ra)で測定した。尚プレート上の細胞を0.5% Triton-X100を含む細胞溶解液で溶解し回収
後にタンパク質量を測定し（Bio Rad，プロテインアッセイキット）、細胞数の指標とし
た。コラーゲン産生促進率は、標準品を上記ＥＬＩＳＡキットにて測定し、その結果から
検量線を作成、その検量線からタンパク質（細胞数）当たりの試料添加時のコラーゲン産
生量及び試料無添加時のコラーゲン産生量を求め、試料無添加時のコラーゲン産生量を１
００％として算出し、評価を行った。
【０１８５】
　図２４、図２５より明らかなように、プトレシン、スペルミジン、スペルミンを添加し
た培地では、ヒト皮膚のコラーゲン産生率が細胞当たりで有意に高まることが認められた
。濃度はポリアミン濃度で示した。全てのポリアミン濃度区においてブランク（水）と比
較して、いずれも有意なコラーゲン産生促進作用が認められた。ポリアミンの生理作用と
して細胞増殖作用が知られているが、タンパク質量を指標とした細胞当たりで各種ポリア
ミンによりコラーゲン産生促進作用が示されたことから、各種ポリアミンには細胞増殖（
細胞数増加）を伴わないコラーゲン産生促進（細胞外マトリックス産生促進）作用を有す
ることが本結果から始めて見出された。言い換えれば、各種ポリアミンは１細胞当たりの
コラーゲン産生量を高める作用を有することが明らかとなった。以上のことから、これら
のポリアミンを肌に適用することにより、加齢に伴う繊維芽細胞の衰えが軽減し、コラー
ゲンの産生を促進してコラーゲン量を維持することができる。その結果、加齢、紫外線曝
露等により生じる皮膚のしわ、たるみ等を効果的に改善することができる。
【０１８６】
（実施例１９Ｂ）美容液の製造
　以下に示す組成の美容液を常法により製造した。コントロールとして、ポリアミンを含
まない美容液も常法により製造した。
（組成） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （重量％）
ソルビット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　６．０
ポリエチレングリコール１５００　　　　　　　　　　　５．０
ＰＯＥ（２０）オレイルアルコールエーテル　　　　０．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　０．２
メチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
スペルミジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
プトレシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
スペルミン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００５
精製水 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
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（実施例２０Ｂ）乳液の製造
　以下に示す組成の乳液を常法により製造した。コントロールとして、ポリアミンを含ま
ない乳液も常法により製造した。
（組成） 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　（重量％）
グリセリルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　１．０
スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．５
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
スペルミジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
プトレシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
スペルミン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００５
精製水　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１８８】
（実施例２１Ｂ）クリームの製造
　以下に示す組成のクリームを常法により製造した。コントロールとして、ポリアミンを
含まないクリームも常法により製造した。
（組成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（重量％）
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
フタル酸ジブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９．０
ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
モノステアリン酸グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　５．０
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　１２．０
モノステアリン酸ポリエチレンソルビタン　　　　　　３８．０
エデト酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３
スペルミジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
プトレシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
スペルミン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００５
精製水　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１８９】
（実施例２２Ｂ）官能評価
　実施例１９Ｂ～２１Ｂを用いて官能評価を行った。なお、ポリアミンを含まない比較例
も同時に評価した。官能評価は、シワ等の老化 症状の気になる４０～６０歳のパネル２
０人を１群として実施例及び比較例をそれぞれ１日２回，３カ月間連続使用してもらい、
３カ月後の肌状態についてアンケート調査をして行った。
【０１９０】
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【表４Ｂ】

【０１９１】
　官能評価の結果として、各項目における評価者の数を表４Ｂに示した。ポリアミンを含
まない比較例より各ポリアミンを混合配合した実施例の方が、９割以上のパネルが皮膚の
弾力性が回復し、シワの軽減が認められたと回答しており、顕著な皮膚の老化症状の回復
効果があることが示された。さらに、各ポリアミンを単独で配合した場合よりも各ポリア
ミンを混合して配合した場合の方が、皮膚の老化症状の回復などに優れた効果があること
が初めて確認された。
【０１９２】
（実施例２３Ｂ）美容液の製造
　以下に示す組成の美容液を常法により製造した。コントロールとして、胚芽抽出物を含
まない美容液も常法により製造した。
（組成） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （重量％）
ソルビット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
ポリエチレングリコール１５００　　　　　　　　　　　　５．０
ＰＯＥ（２０）オレイルアルコールエーテル　　　　　　０．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
メチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
ダイズ胚芽抽出物（ポリアミン濃度３．４ｍＭ）　　　　　１．０
精製水 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１９３】
（実施例２４Ｂ）乳液の製造
以下に示す組成の乳液を常法により製造した。コントロールとして、胚芽抽出物を含まな
い乳液も常法により製造した。
（組成） 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　（重量％）
グリセリルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　　１．０
スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．５
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
ダイズ胚芽抽出物（ポリアミン濃度３．４ｍＭ）　　　　　　１．０
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精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全体で１００となる量　
【０１９４】
（実施例２５Ｂ）クリームの製造
以下に示す組成のクリームを常法により製造した。コントロールとして、胚芽抽出物を含
まないクリームも常法により製造した。
（組成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （重量％）
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
フタル酸ジブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９．０
ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
モノステアリン酸グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　５．０
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　１２．０
モノステアリン酸ポリエチレンソルビタン　　　　　　　３８．０
エデト酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３
ダイズ胚芽抽出物（ポリアミン濃度３．４ｍＭ）　　　　　　１．０
精製水　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１９５】
（実施例２６Ｂ）官能評価
　実施例２３Ｂ～２５Ｂを用いて官能評価を行った。なお、胚芽抽出物を含まない比較例
も同時に評価した。官能評価は、シワ等の老化 症状の気になる４０～６０歳のパネル２
０人を１群として実施例及び比較例をそれぞれ１日２回，３カ月間連続使用してもらい、
３カ月後の肌状態についてアンケート調査をして行った。
【０１９６】
【表５Ｂ】

【０１９７】
　官能評価の結果として、各項目における評価者の数を表５Ｂに示した。胚芽抽出物を含
まない比較例より実施例の方が、９割以上のパネルが皮膚の弾力性が回復し、シワの軽減
が認められたと回答しており、顕著な皮膚の老化症状の回復効果があることが示された。
【０１９８】
（実施例２７Ｂ）美容液の製造
以下に示す組成の美容液を常法により製造した。コントロールとして、胚芽抽出物を含ま
ない美容液も常法により製造した。
（組成） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （重量％）
ソルビット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
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ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
ポリエチレングリコール１５００　　　　　　　　　　　　５．０
ＰＯＥ（２０）オレイルアルコールエーテル　　　　　　０．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
メチルセルロース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
コムギ胚芽抽出物（ポリアミン濃度１．７ｍＭ）　　　　１．０
精製水 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０１９９】
（実施例２８Ｂ）乳液の製造
以下に示す組成の乳液を常法により製造した。コントロールとして、胚芽抽出物を含まな
い乳液も常法により製造した。
（組成） 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　（重量％）
グリセリルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　　１．０
スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．５
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
コムギ胚芽抽出物（ポリアミン濃度１．７ｍＭ）　　　　　１．０
精製水　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０２００】
（実施例２９Ｂ）クリームの製造
　以下に示す組成のクリームを常法により製造した。コントロールとして、胚芽抽出物を
含まないクリームも常法により製造した。
（組成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （重量％）
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ６．０
フタル酸ジブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９．０
ステアリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
モノステアリン酸グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
モノステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　　１２．０
モノステアリン酸ポリエチレンソルビタン　　　　　　３８．０
エデト酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３
コムギ胚芽抽出物（ポリアミン濃度１．７ｍＭ）　　　　１．０
精製水　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　全体で１００となる量
【０２０１】
（実施例３０Ｂ）官能評価
　実施例２７Ｂ～２９Ｂを用いて官能評価を行った。なお、胚芽抽出物を含まない比較例
も同時に評価した。官能評価は、シワ等の老化 症状の気になる４０～６０歳のパネル２
０人を１群として実施例及び比較例をそれぞれ１日２回，３カ月間連続使用してもらい、
３カ月後の肌状態についてアンケート調査をして行った。
【０２０２】
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【表６Ｂ】

【０２０３】
　官能評価の結果として、各項目における評価者の数を表６Ｃに示した。胚芽抽出物を含
まない比較例より実施例の方が、９割以上のパネルが皮膚の弾力性が回復し、シワの軽減
が認められたと回答しており、顕著な皮膚の老化症状の回復効果があることが示された。
【産業上の利用可能性】
【０２０４】
　本発明により、植物由来の安全性に優れた賦活化作用、抗老化作用、さらに安全性に優
れた細胞外マトリックス産生促進作用が期待でき、ポリアミンを有効成分とした化粧品・
医薬部外品（皮膚外用剤、浴用剤、育毛剤等）、飲食品、医薬品を提供することできるこ
とからも、産業界に大きく寄与することが期待される。
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